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③大正10年から昭和３年までの富士山の観光開発と国寺公園

１）第２次。第３次の北麓観光開発計画と国立公園論議

大正６年におこなわれた北麓の観光開発論議は，一時'1ｺ|折したが，大｣ピ

10年に国立公園IilI定の動きがおきて以後，再び活発化した。富士山は内務

省筋から国立公園候補地の指定をうけ，富士山の北麓開発計画は，改めて

立案され，国立公園指定の運動も展開され，その過程で具体的な観光開発

と同然保護の確執が表出していった。
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国立公園の推進者田村剛は，大正10年２月に発表した「国立公園の本

質」という小文において，「富士山箱根一帯」を「国立公園として最も適

当なもの」の一つと指摘した(1)。また大正10年５月２日の『東京朝日新

聞」は，内務省によって開始された国立公園調査を大々的に報じ，「富士

山麓」は「有力な候補地」となっていると指摘した。

内務省衛生局は，すでに指摘したように，田村らを中心にして大正11年

８月に富士山を中心とする国立公園候補地調査をおこない，大正12年１月

に内務省衛生局長が，国会で正式に16国立公園候補地の中に富士山を指名

した。

に'｡央紙で盛んに喧伝された国立公園候補地問題は，大正11年３月23日の

｢山梨l1E1新聞」の記事で取り上げら池富士山の「国立公園候補地調査」

が内務省衛生局によっておこなわれると報道され，実際に８月に調査はお

こなわれたが，地元では，必ずしも大きな反響を呼ばなかった。

また大正12年１月25日に，山梨県選出の三枝彦太郎代議士から「富士山

ヲ中心トスル国立公園ノ設置及岳麓一周鉄道速成二関スル建議」（第46議

会）が帝国議会に提出され，富士111の国立公園化の促進を訴えたが，地元

の新聞は，それをまったく取り上げなかった(2)。

しかし大正11年10月に昭和天皇が皇太子の折り，富士五湖及御嶽登仙峡

を御巡覧し，これを機会にかつてあった北麓開発論議が復活したといわれ

ている(3)。

大正12年11月，大海原県知事から梅谷新県知事への引継ぎ文書の「富士

山麓開発ノ件」という項目には，「名勝風致ノ保存，道路交通ノ設備等二

関シ根本計画ヲ樹テ，殿下御慶事奉祝紀念事業トシテ，且-世界的景勝ノ経

営ヲ全力ラシメンコトヲ期スルト共二，国立公園施設ノ前提タラシメント

シテ具体案攻究中ナリ。｣(4)と記されている。

明らかに県当局は，すてに大正６年に提起されていた北麓開発論を引き

継ぎ，大海原知事在任中の大正11年11月まで，また梅谷知事のもとで大正

11年12月から13年６月まで､，国立公園の指定を意識した北麓の開発構想を
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研究していたことがわかる。国立公園の一般的な理念が国立公園化によっ

て「名勝風致ヲ保存」するという点にあったから，こうした開発構想は，

単なる観光開発論に終わらず，自然，風景の保護という問題を抱えること

になった。

大海原知事のもとで，大正11年から12年11月まで，富士山の国立公園化

を意識した富士山麓開発政策が論議されたが，具体的な開発計画は提起さ

れなかった。

大正12年１月２４日に富士山の国立公園候補地化の記事が掲載されて３ケ

月後，３月24日の『山梨日日新聞」によれば，南都留郡の臨時郡会で開発

についての意見書が決議され，県に上申された。

その決議の要点は，１，「富士回遊鉄道を速成すること｣，２，船津一勝

村一西湖一精進への道路，船津一河口湖への道路，船津一鳴沢一精進の道

路，大石峠を開鑿して甲府への道路などの開発，３，富士人湖の保護利

用，４，名勝地区への公設住宅など観光施設の建設，５，吉田宮川の防水

対･策，などの実施要求であった。

南都留郡の地元は，国立公園化を予想して，第１次の計画とほぼ同様な

観光開発を構想し，県に提案したのである。これは，地元住民が大正６年

以来停滞していた観光開発への期待を示したものである。

その後，北麓では観光開発が少しずつであるが進展した。そうした開発

の実績を背景に県当局，とくに大海原知事は，富士山の国立公園化を想定

して，風景，自然の保護を強調しつつ観光開発をすすめる方針を打ち出し

た。

大正12年４月２８日の『山梨日日新聞」は，「県当局」の談話としてつぎ

のような記事をのせている。

富士山の国立公園化に際しては，静岡県のみがおこなうのではなく，甲

,駿両県が「連絡統一して開発を諸ずること｣，とくに「富士山麓を現状の

侭に打捨て置いて開発しない方が好い」という意見も少なからずあるが，

｢全然娯楽地として自然を余りに破壊する事は避けたい|，「兎に角開発す
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ることには先ず何よりも道路を今少し改修する必要がある，将来は周遊鉄

道杯も敷設されようが樹海等を根本的に破壊されては富士'11麓の景勝美を

害うので余程考へねばならぬ｡」と語ったとある。

さらに大正12年５月７日の『山梨日日新聞』は，開発問題について山口

山梨県内務部長のつぎのような談話を掲載した。

「富士山麓を開発せよという声が非常に高くなって来たようだが，具体

的に開発意見が聞かれないのは甚だ遺憾である｣，道路だけ造ってもだめ

で，「電燈，瓦斯，水道其の他の設備」が必要であり，「開発するには観光

適地が二百万町歩」ほどあるので「県が調査してF1然の風光を破壊しない

程度で､適当な者に貸付-土地の発展に伴って地価が高騰するので､五年とか十

年毎に貸地料を引上げるようにして之を経営」させる。経営者は，本県の

人でも他県の人で､もよく，また県が－部参加してもよい，経営者が，一部

の道路や水道などの設備を開発したらいい。県民の間で「利権運動」や

｢因習的観念」があって意見がまとまらない傾向にあるので，まず「県民

の意見が大体一致せねば駄廿である｣。

開発方針は，大正６年のものとほぼ同じだが，ここでも開発に際して自

然保護をうたい，県民の意見一致を強調していることが注目される。結

局，大海原知事の意見は，直接の記事には現れなかったが，内務部長の意

見でおおよそ見当がつく。

大海原知事のあとを引き継いだ梅谷知事は，大正12年11月から13年６月

まで県知事を務めたが，とくに目立つ北麓開発計画論を提起しなかった。

しかし彼は，次項で詳しく論じるように，大正13年３月に北麓一帯の約４

万500町歩の恩賜林を史蹟名勝天然記念物保存法にもとづき，名勝地とし

て仮指定し，北麓開発の一部に自然保護の網をかけ，本指定に道を開い

た。

大正13年６月に新たに県知事に任命された本間利雄は，大正15年７月ま

で在職し，大海原，梅谷両前知事のすすめてきた観光開発政策をさらに積

極的に推し進めた。彼は，大正14年１月に第２次の北麓観光開発「計画」
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原案を公表し，論議をおこし，大正15年８月には観光開発会社を組織し，

知事を辞して自ら役員となり，北麓の開発を実現していった。

本間知事は，赴任して２ヶ月後の大正13年８月に富士嶽麓開発委員会を

県庁内に組薑織して，２５名ほどの委員を選定して開発計画を検討した(5)。

「111梨ロＦ１新聞』によれば，県庁内の職員からなるこの委員会は，大正

13年12月まで「第一回（の委員会一引川者）を開いたるのみで其の後会議

は開いたことがなかった」が，「当局は内々岳麓地方の基本調査をすすめ

ている模様」で，近々報告書で提出されることになっていた(6)。

さらに新聞は，大正14年１月７日に「知事室に本間知事，内務，警察両

部長，山林土木，学務の課長その他出席して岳麓に関する大協議会を開」

き，「開発上の先決問題たる交通計画の具体案作成に着手する」と指摘し，

｢県では県庁内部からは既に調査委員は任命されているから更に外部に対一

して岳麓調査委員をl嘱託したる上で正式に調査委員会を開き具体的成案に

ついて精細なる審議を遂げ」るて､あろうと報じた。

そして大正13年１月１４日に新たに任命されて外部調査委員を加え，富士

岳麓調査委員会が開催された。この委員会には開発計画案が提出され，詳

しい説明がなされたのち，委員会は数時間で「原案を可決」した。いかに

も拙速であるが，この原案作りが官主導の計画であったことを如実に示し

ている(7)。

これがいわゆる「富士嶽麓開発計画書」であった。この「計画書」の全

文は，大正14年１月15日，１６日の『山梨|］|]新聞」に２回に分けて掲載さ

れた(8)。

「富士嶽麓開発計画書」は，初めに「富士嶽麓開発計画ノ基調」という

前文がついており，’開発の目的，意義をつぎのように明示している。

「雄大にして雅趣に富む嶽麓の景勝は我国に於て最優勝の地位を占め加

わうるに保健衛生に適応する自然の要象を具備し国民的運動に必要なる各

種の施設を試むるに於て遺憾なし故に之が開発一面風致並に自然物の保存

と改良に深甚なる注意を致すと共に－面広く天下に紹介して之が開発と利
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川とに便ずるを以て基調となす若し夫れ将来社会人文の進運に伴い改善を

要するものは漸次之を画策し以て他日の完成を期せんとす｣。

ここでは，すでに検討したように田村らの国立公園の基本的理念にもと

づいて，富士'11を開発して国民の保健衛生のための利用に供しつつ，自

然，風景を保護するという基本的な方針が提起されている。もとより，開

発と自然保護の何れを強調するかという国立公園論争にみられた基本的な

問題は，ここでは|暖味であるけれども，一応，富士111の開発に際しては自

然の保護への「深甚なる注意」が強調されていることは確認しておいてよ

い。

さて開発計画は，「第一期交通計画｣，「第二期交通計｢｢Ili｣，そして「特に

保存すべき個所｣，「施設事項」の４節からなっている。

「第一期交通計ijhi」の要点は，つぎのとおりである。第１に，「電車軌

道」の建設計画は，大月から'11中まで電車専用軌道の延長（建設)，吉田

から精進湖経由で本栖湖まで延長。

第２に，「自動工|ｴ道路」の建設・改修計lllliで，①吉｢H－船津・ＩⅡ3沢一大

正道路一精進一本栖間の道路開設・改修。②吉田一馬返間道路（車道２間

lll高，歩道１間幅）の開設。両ＩⅢに植樹し並木設置。③'１１巾湖|Ⅱ半のIfl遊道路

の開設。④鳴沢一西湖湖畔紅葉合間（道路lllH3間）の道路開設。

「第二期交通計画」は，第１に，「電車軌道」の建設で，①山中一御殿場

一三島の専用軌道の延長。②本Ｉ１１１ｊ－下部一大宮の専)Ujlりし道建設。③吉田一

長尾平一'｣､御岳の林道を改I参し迂回登111軌道を開設。

第２に，「自動車道路」の建設・改修で，①船津一浅間神社の道路改修。

②本栖一下部間道路建設。③粘進一TiT)llllllの道路改修。

第３に，「歩道及騎馬道路」の建設。長尾平一大和!H－船津間の道路建

設。精進一小御岳１１M]，船津一胎内一螂濁（ツツジ）ケ原間，長尾平一蹴燭

ケ原間などの騎馬道路の建設。西湖一紅葉合間の歩道（９尺)，本栖一富

士風穴，その他の歩道開設。

「特に保存すべきｲlikl所」は，１，lljillIMlサケ原に区域を定めて「保存」する
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こと。２，「小御岳神苑，小御岳より御庭」に至る間の「石楠の群落｣，

｢御庭，奥庭」の保護。３，「天然記念物立木保存見込地」として，１４個所

(省略)。

「施設事項」としては，小御岳に宿泊舎と展望台，弓射塚，長尾平，紅

葉台，足和田山に休憩所の建設，長尾平に旅館若干の建設を許可，鵜ノ島

に茶屋の建設許可。山中湖畔に別荘地39万坪を開放。大正道路（西湖一精

進湖を結ぶ道路）沿道に１期84万坪，２期18万坪，３期30万坪別荘地とし

て開放。山中湖畔にスキー場，ゴルフ場，スケート場として認可。紅葉台

の草原にゴルフ場（６万坪）を認可。山中湖の南湖畔にテント場を開放。

河口湖畔に運動場の設置許可。岳麓主要道路に標識建設を認可（村又は青

年団の事業として)。

以上のように，計画案は壮大な開発計画であった。

この開発計画の問題点は，第１に，富士山麓のどの程度の高さまで道路

建設，鉄道建設の計画をたてるか，また恩賜林を中心にどの程度の広さを

解放し，別荘地その他の観光施設として計画するかであった。第２に，開

発の主体や財一源の捻出方法の問題であった。第３に，当然観光開発に伴っ

てどの程度の自然，環境が破壊されるか，逆にいえば，どの程度自然，風

景，環境を保護するように計画されているかという問題であった。この問

題点を意識しつつ，開発計画を分析していきたい。

さてこの計画書が公表されるや，各方面から計画書に対する批判，意見

が続出した。問題を整理するためもあって当局は，大正14年１月23日に先

の計画書の要約版ともいうべき「岳麓開発の説明要旨」を公表した(9)。

計画書が発表されてから，大正15年９月に開発会社が設立されて，計画

が実施に移されるまでの約１年半の間，計画を巡って，中央政府，県当

局，山梨出身の在京財界人，代議士，地元の県議などの政治家，一般住

民，開放地区に係わる村民，さまざまな勢力，利害当事者たちは，論議を

かさね，－時は暗礁に乗り上げそうになりながら，計画案を基本的に具体

化していった。
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このプロセスは，複雑をきわめた。ここでは問題点をごく簡略にまとめ

ておくにとどめる。

大正14年２月13日に小委員会が開かれ，県当局は，これまでの論議を踏

まえ新たに「両会社創立目論見書｣('0)を提出して決定した。

その骨子は，①，富士山嶽開発のために岳麓電気鉄道株式会社と岳麓土

地株式会社を設立する。②前者の資本金は500万円，後者の資本金は100万

円とする。③電気鉄道の敷設と道路の開設｡改善は従来の計画通り。ただ

し電気鉄道の建設にさいしては，富士電車軌道などを買収する。④当初電

気鉄道の経営は困難なので，鉄道沿線に別荘地を提供して利益を補填す

る。⑤資本の調達については，鉄道会社株10株と土地会社株２株をセット

で募集する。⑥鉄道会社は，別荘地用に県有地300万坪以上貸付を受ける。

⑦別荘地として借受たる土地は，１株10坪以上の割合で抽選により配分す

る。⑧両会社の発起人は創立費として１人50円を拠出し，鉄道会社株１００

株，土地会社株20株を所有する。なお貸付料は未定のままであったが。

そして県当局は，大正14年２月18日には，開発のための会社，電鉄会社

と土地会社を設立するための創立委員会を県会議事堂で開催し，この目論

見書を発表した。しかし委員会は，目論見書を読み上げ，上京委員を選出

しただけで論議なく閉会した('1)。

この目論見書は，県政界に大きな衝撃を与え，同志会は，多くがこの計

画に反対し，賛成する政友会と激しく対立した。とくに大正14年３月９日

の『山梨日日新聞』は，在京委員の有力財界人根津嘉一郎が，業を煮やし

て開発計画の「放棄」を主張し，知事も悲観的となったと報じた。

しかし両派は妥協をはかり，ついに４月２８日に会社発起人会は，つぎの

ような重要事項を決定し，妥協した。

１，会社設立発起人は25名とし，在京の発起人は根津嘉一郎の指名で１５

名が選出する。２，発起人は，金50円を拠出して創立資金にあてる。３，

発起人は連署して，知事に県有地300万坪の貸付け方を知事に出願する。

４，株式引き受けの方法は，８万株の内，地元在京の発起人がともに２万
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株づつ，関係者以外の東京と地元民に各２万株，４万株を東京で公募す

る。５，電気鉄道会社の資本金は500万円，土地会社の資本金は100万円と

する('2)。貸付料については，後に契約期間を１０ヵ年とし，１年間１坪に

つき金５厘と定めたく13)。

しかし９月に大詰めで政治而派は，再び甲州と北麓の開発順位を巡り対一

立し，１０月に入って協議をおこない，１２月に妥協し，開発計画は最終的に

実施されることになった('4)。こうして激しい対･立に足跡みしていた開発

計画は，大正15年９月20日に両会社の設立によって大きな歩みをはじめ

た。

なお本間県知事の依頼で'１１村らの現地調査がおこなわれたが，田村の調

査と県案と大差がなかった('5)。

好余曲折をへて北麓開発は，大正15年９月に「富士山麓電気鉄道株式会

社」と「土地会社」が設立されて，基本的な計画が実施される段階に到達

した('6)。

第２次観光開発が実施されはじめたころ，山梨県は，岳麓開発にみられ

た内部対藝立，甲府勢と岳麓勢との対臺立を解消するために，富士北麓だけに

開発を集中するのでなく，県全体の開発計画の立案に取り組んだ。すなわ

ち大正15年７月に山梨県は，県庁内庶務課に新たに「景勝開発係」を設置

し，「専ら富士八ヶ岳，御岳等其外県内景勝地開発調査をなし，又大正＋

五年十一月同調査委員会規則を定め，委員を命じ調査機関の完成を計り，

各方面その実現に務め」た('7)。

昭和２年２月に景勝地開発委員会は，富士山麓を中心にした開発調査を

おこない，「計画大綱」を審議し，県全体の開発計画を樹立する方向を話

しあった('8)。

こうして山梨県は，第２次開発構想を手直しして，新たに第３次開発計

画ともいうべき「岳麓景勝開発計画」を作成し，昭和３年10月30日に公表

した。第３次の開発計画案の骨子は，以下のとおりだが，第２次開発計画

と殆んど変わることがない('9)。
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第１に，「将来の森林施業」として，「五合目以上は不毛帯なる為め施業

外地となし四合[１以上は其の林木の生育遅緩なると，上部の雪崩土砂崩壊

の為め裸地多きを以てこの区域は禁伐林として森林を愛護することとし，

一合目乃至三合11の森林帯は風致を力Ⅱ味したる作業法をとり，択伐作業を

原則とし又一合11以下の緩傾斜の裾野たる県有地，部分林，貸地普通植林

地は普通作業とするも支障なきものとす，なるべく単純林を避けて混靖林

となし兼ねて風景の助長を計るべきである｡」と指摘する。

第２に，「景勝地域計ilJ1i」として，（１），景勝保存区域と－部仮指定の

解除を提起。仮景勝地指定地のうち景勝に関係しない地域，河口湖畔，山

中湖畔など地域を解除する。「景勝保存区域」は，新聞報道では，省かれ

ているが，今後保存すべき地域として，螂畷ケ原，小御嶽神苑，小御嶽よ

り御庭に至る石楠花群落，御庭，奥庭，その他，天然記念物立木保存見込

地など，県が保留すべき地区として，天神111附近，本栖，山中，西，各湖

畔の一部，跡lMliケ原，泉瑞附近などがある。

（２），将来開発すべき区域及開発施設の提起.将来開発すべき地域とし

て，五湖附近の標高1000メートル前後の平坦なる地域は，「避暑療養地別

荘住宅地として適当なる土地」であるから利用開発する。すなわち山中湖

畔250万坪（内170万坪を富士山麓会社に貸与)，泉端附近225万坪（内蓮華

蹴燭群落地47.7万坪は天然記念物として指定)，本栖湖附近450万坪（内

125.4万坪は土地会社に貸付手続き中)，西湖附近4.7万坪は，その他私有

地であるが，’11''１湖畔梨ケ原，忍野村，河口湖附近に別荘地として開発す

べき土地多し。

開発施設については，「開発地域の施設に就いては常に風景を助長せし

むる様修飾に重きを置き別荘地の地割建物建設道路の区画休養地の上水下

水配置等総て衛生を重んじ考慮を要す」と指摘。

（３），「名勝仮指定地として保存区域内における家屋建設立木材採植樹

其他現状変更に就いての制限」（省略)。

（４），交通計画。「富士山を中心とする景勝地開発に属する主要事業は
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第一交通施設に先ず登山道路の改修をなし五湖の周遊道路と景勝地との連

絡を計り又研究探勝に便なる遁遥道路別荘地住宅地野営地休養地に連絡す

る道路及111嶺道路等を完備し地方産業交通道路網の完成を計るは最も必

要」と指摘。

具体的には，鉄道が完成するので，鉄道は，第１期，電車の大月一吉１１１

間よりさらにl1l中湖のある'1ｺ野村まで､延長，改良，電車の吉田より精進赤

池をへて本栖への延長であり，自動車道路は，吉田一大正道路一精進一本

栖間24キロ，船津一大石一西湖一根場一ｲﾙﾘ殿場間35キロの完成であった。

そしてとくに１１１岳登111遊歩道の完備などであった。

とくに第２期の交通計画に，吉lTl・馬返一五合目間のケーブル設置，精

笈峠一精進パノラマ間のケーブル設置などが提起されていたが，この計画

では見当たらない(20)。

この富士山麓景勝開発案は，「田村･林学博士の来峡をえてその意饗の下

に中島技師が苦心作成した」もので，昭和４年４月１８日に開発委員会幹事

会で報告，承認された(20)。しかしこの計画案は，昭和４年５月に，再検

討されたが，一部の委員から実地調査もなく作成されたもので，決定すべ

きでないとの意見が出され，「特別委員会」に付託されることになった。

その結果は，どうなったか定かではない(21)。

こうして大正14年に作られた第２次観光開発計画は，少しずつ実施され

たが，さらにⅡiW和３年10月に第３次観光開発に改変され，昭和４年以降実

施されていった。

《注》

田村剛「国立公園の本質｣，『庭園」第３巻第２号，９頁。

『山梨日日新聞』大正12年１月25日。

前掲『'11梨県綜合郷土研究」484頁。

大正12年『県会議事録｣，「富士111麓史」９９頁による。

前掲『11｣梨綜合郷土研究』484頁。

｢'１１梨ｐｌｌ新聞Ⅱ大正13年12月８日。

（１） 

（２） 

（３） 

（４） 

（５） 

(６） 
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（７）同上，大正14年１月1511.

（８）同上，大正14年１月151-1,16日の両日に掲載。

なお大正５－７年の開発計画論を第１次の開発計画論とすれば，大正１４

年の計画論を第２次開発計画論，さらに昭和期に入ってからの開発論を第

３次開発論と呼んでおきたい。

この文書のほかに，県は，１月23日に一般の理解をえるために「富士岳

麓開発計画説明書要旨」という計画書のダイジェスト版を公表した（｢山

梨|」日新聞」大正14年１）]23日，２４１１に掲載)。lIl村)|頂次氏は，前掲書で，

前者の開発計画書と説明書を解説なしに掲載しているが，発表された順序

と逆に配置されており（396-402頁)，文書理解に混乱と誤解を生みかね

ないのでここで注意を促しておきたい。

（９）’'11梨日日新聞」大正14年１月24ｐ，２５日。

(10）同上，大正14年２月1411。

(11）同上紙の文書名は「創立|引論見書」となっているが，山村前掲書では

「起業目論見書」となっている。前者は新聞に紹介されたものであり，後

者はその出所が明記されていない。内容的には，若干異なっており，明ら

かに「起業目論見書」は，後の文書であり，会社の起業にさいして作成さ

れたもののようである。

(12）「山梨日日新聞」大正14年４月29日。

(13）同上，大正14年５月８ロ。

(14）同上，大正14年９月1611,大正14年10月21日，大正14年12月９日。

(15）同上，大正14年７月l5p。

(16）前掲「富士111麓史｣，114頁以下参照。

(17）鈴木信太郎「富士嶽風景施設｣，「国立公園」第１巻第３号，８頁。

(18）「山梨日日新聞」昭和２年２月23ロ。

(19）同上，昭和３年10月13Ｈ，１０月30El。なお昭和４年３月に『国立公園』

誌に発表された111梨県鈴木信太郎知事の「富士嶽風景施設」という文書

は，この計画を素に作成されたものと思われる。

(20）同上，昭和４年４月191｣。

(21）この計画案をめぐって委員会内部では論争がおこなわれた。しかし論争

は，多分に政治的な駆け引きのニュアンスがあり，計画に大きな変更はな

かったように思われる。
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２）大正10年～昭和３年の北麓観光開発の進展

以上のような北麓開発計画論議を挟んで，北麓における観光開発は，

徐々にすすめられていった。まず交通部面についてみると，鉄道では，大

正10年に富士電気軌道による大月一吉l[Ｉ間の豆電ﾕＩ上鉄道が開通したが，そ

の輸送力は小さく，北麓の富士観光にとっては，相変わらず交通問題が大

きな陰路であった。

そのため大月一吉[}1Ⅲ]の鉄道敷設が浮上する。大正12年２月３日の「'１１

梨|=１日新聞」によれば，東京電燈株式会社は，馬ﾆﾘｴ鉄道を改造しただけの

大月一吉田間の「嶽北電LIZ」を買収して電鉄化し，さらに御殿場や精進湖

につなげる電鉄敷設の計画を立案した(1)。しかしこの計画は実現しなかっ

た。

富士回遊軌道は，上卉|nコ16津まで鴫できていた馬-1に鉄道を，大正15年３

月１日にさらに船津一鳴沢間まで延長したが，もう馬'{ｴ鉄道には可能性が

なく，昭和２年に廃業した(2)。

「山梨｢１日新聞」によれば，県111林課は，直接観光|｝'1発のためではない

が，大正14年10月に木材輸送のために精進一z]､御岳'１１１の林道を開設した。

県山林課は，さらに県財政の困難を理由に恩賜林から収入をえようと，４

万８千円を投じて，上吉田一剣尾九一精進登山''二合'1焼入間に林道，木

材運搬用の18ポンド軌道を開設し，大正15年10月に完成した。これは，二

合日附近の恩賜林約6011『歩材積１万9000石をかなり乱暴に伐採し，運搬す

るためて､あった(3)。これは，環境破壊として住民の反対にあうが，これに

ついては，次項で､ふれたい。

また大正15年11)１９「|の「山梨｢111新聞」によれば，県山林課は，この

軽便鉄道を焼入からさらに２，３年後に富士五合１１まで６，７マイルほど

延長する計画を立てていた。これは登l｣｣者にも利川されることが想定され

たが，その後実現した形跡はない。

昭和２年２月に富士山麓鉄道の建設開始にともなって，旧電鉄設備の廃

棄処分に困った県当山iﾙｫは，それを利)l]して吉田の浅'}{｣神社一馬返間（８キ
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ロ）に軌道敷設を計画立案したようであるが，これも実現しなかった(4)。

大正12年から論議された北麓の観光開発案の１１１で計iIIIiされた大月一吉１，１

間の電化計画は，ようやく大正15年９月に富士１１１麓鉄道を設立して，中央

線に連結できる広軌の電鉄の建設を開始し，昭和４年に大月一上吉田間の

開通を実現した(5)。

大正期になると時代は，すでに鉄道と併行して[I動〕|i時代に入ってい

た。北麓の富士観光についても，建設コストの高い鉄道建設に頼らずに，

自動車交通への期待が高まっていた。

大正12年４月21日の『山梨日日新聞』の記事は，神奈Ⅱ|県からの富士山

麓の水量調査について報じ，近藤博士の調査に|随行したlll梨県土木課長の

視察談をのせ，「国立公園の前提には富士山麓へ内勤車道路」が必要と二

段抜きの見出して､大きく報じた。それは，これまで精進一本栖を結ぶ大正

道路以外になかった道路に，吉田以西の道路建設を要望するもので､あっ

た。

梅谷知事は，大正13年３月に北麓の開発に絡んで，「ＴＩＴ田精進間の交通

と精進から富士|||頂に通ずる道路開発が現在の急務」であると語った(6)。

吉田ロからの登山者増加をむかえて，大正12年４月には，吉田警察署長

から吉田一馬返間に登111自動車を導入する申請が出されたが，時期尚早で

認可にいたらなかった(7)。

しかしⅡ召和２年12月に「北|]乗物組合」などが，デ千田一馬返間（８キ

ロ）に登山自動車の運転営業の計画を立案し，県に申請することになっ

た(8)。この吉１１１－馬返をふくむ青田ロ登111コースは，当11ｔfは吉}Ⅱ＿大石茶

屋まで自動車が稼働していたが，その後，馬返までは，不完全にして粗末

な登lll馬車が稼働していた。そこで自動車の位):|]が提起されたのである

が，県当局は，道路の不備を理由に許可しなかった。したがって道路の開

設要求が高まってきた(9)。

こうして昭和３年６月に県は，吉田一馬返間の自動11工専用道路の建設申

請を許可し，翌年１月に開難を開始し，７月に完成した('０)。なお，この
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自動車道路の開設は，登111客が吉田を素通りして登山するため，吉田の金

鳥居一浅間神社間で「弁当屋土品其他」を営む商人に悪い影響が出るとあ

って，一部の住民が反対したようである('1)。

富士山観光へのバス輸送の導入は，昭和２年に富士山麓鉄道のバス部門

によっておこなわれた。富士山麓電鉄は，昭和２年に，御殿場一吉田弓il6

津までの乗合自動車（バス）を経営していた甲駿自動車商会を買収してバ

ス経営に乗り出した('2)。

しかし昭和２年６月６日の『山梨日日新聞」は，吉田一精進方面の交通

不便を論じ，１日２回の自動車があるのみで，岳麓探勝者（当時は岳麓観

光をそう呼んだ）が「河口湖附近で引き返し，目指す精進，本栖の湖辺を

踏む者は少ない状態である」と指摘し，この方面の自動車道路の開発を要

求している。バス営業の申請は多かったようであるが，道路の貧困，過当

競争を憂慮して容易に認可されなかったようである('3)。

交通問題のうち登山電車。ケーブルカーの建設は，自然。環境破壊に係

わる重大な問題であった。大正11年７月に静岡県側で､は富士山八合目から

頂上までの「架空索道」ロープウエイの建設申請がなされていたが，許可

されなかった('4)。

北麓でも大正13年３月には，代表発起人阿部善次の「富士山軌道株式会

社」により，「福地村を起点として……須走村地内の富士山頂に達する」

約「－マイルにケーブルカーを設置」する計画の申請がだされた。同年７

月に山梨県と静岡県の技術者により実地調査がおこなわれたが，地盤等に

不安があると報じ，これも許可されなかった('5)。登山電車・ケーブル建設

については，後に詳しく論じる。

北麓の観光施設の開発は，大正10年以降15年頃まではまだ不十分であっ

たが，徐々に始まっていた。

大正12年１月16日の『山梨日日新聞」の記事は，111に'｡湖にスケート場の

建設を伝えている。別荘の建設も山中湖畔で始まっていた。大正12年３月

２２日の新聞には，陸相はじめ陸軍の将官たちが，山中湖Ⅲ半周辺の土地を
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｢－万坪十箇所」を購入したとか，箱根土地株式会社による忍野村梨ケ原

一軒茶の「北方二百町歩を一段百五-1-円乃至二百五十円」で買収工作をお

こなっている，などの記事がみられた。

大正14年７月６日の『山梨日日新聞』には，東大の施設の進出が報じら

れ，これは，商業性がなく地元から好感をもって歓迎された。

観光施設の開発は，北麓開発構想にもとづいて大正15年に設立された土

地会社による開発以降であった。土地会社は，昭和２年に旭ロケ丘地区に

キャンプ村を開設し，昭和３年に山中ホテルを開業し，昭和４年には，旭

ロケ丘貸別荘23棟の建設を着工した。昭和５年には乗馬クラブを創業し

た。昭和初年にはスケート・スキー場を開設した('6)。

山中湖近辺の梨ケ原で85万坪の別荘地開発が予定されていたが，昭和２

年３月1511の「山梨日日新聞」は，当局と小作人の問で問題が生じていた

ところ，補償料－３割増して､解決し，別荘地化をすすめているが，地下水の

汲み上げが難しく困難に当面していると報じた。

当時の富士観光と富士登l｣lの様子を大正14年７月６Ｆ１の「山梨日日新

聞』は，「賑わう富士登111と五湖観光」と題してつぎのように，当時の登

山，観光の雰囲気を伝えている。

「暑中休暇期に入りて突如台風に見舞われたが幸い富士''''１１は比較的被

害少なく，……台風一過後の土曜よりロ曜にかけての来遊者正に四千人を

突破し富士登山と五湖周遊の分岐点たる富士吉田は全く人を以て埋られ是

等に要する案内者の強力は四百五十人の全員出動をなし居れども尚不足に

ては役員総出にて狩出しに力めて居る｣。

「久邇ﾘﾘ]香三若宮殿下の御登山に刺戟されて少年少女の登111者も著しく

増加し去る二十四日までの登山者総数一萬二千二百八十人昨年の同日まで

に比較するときは約二千人の増加……本年は優に五割の増加を見るべく吉

田署には払暁より真夜'|｣まで登'11案内書を受けんものと立寄る者，旅舎乗

馬に関しＩⅢい合せ来るもの，強力案内者にして新に許可を得んものと，集

まるもの引きもきらず吉田署員は殆んどこれに忙殺され居るが，今年は婦
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人登山者多く，乗馬を雇入れながらこれに乗らずして大自然の中を政渉

し，疲れて後馬の背に跨がるという風にて富士の大自然界に対して理解あ

る登山者が多くなった｣｡

「一方１ilJI11iliUは害|Ⅱ￣柏の余'１|乳を以てiili1｣の気分を味ははんとする者の為

に夕暮から十五隻のモーターボート八十艘の和船殆ど余裕なきまで出払い

となり第一パノラマの称あるシュク山公園に僅に涼を取って帰るに止まる

もの半数以上の殴盛（かんせい）を極め従来吉田附近河口湖畔各営業者共

その書入れ時の営業振りは兎角の非難があったが吉田警察署よりの懇切な

る注意により大いに改善され……精進湖'Ⅱ:'2'｣'''１湖畔等に於けるキャンプ生

活者も昨年に比し著しく増加」した。

なお開発計画は，必ずしも順調にはすすまず,とくに開発地，別荘地の

販売は大きな壁に突きあたり，問題が噴Ⅱ)した。

土地会社と梨ケ原の住民の間で，土地売却に対.する補償金をめぐって意

見が対薑立し，交渉は難航した('7)。別荘地の補償金問題が解決すると，今

度は，梨ケ原における別荘地の飲料水の確保が問題になった。梨ケ原では

飲料水の確保が難しく，地元民と別荘開発会社と漏水の分配をめぐって対

立した('8)。

こうして不況の,'-,で期待された「梨ケ原八十万坪は水利なきため別荘地

として権利を放棄する向きも多く結局同所は従来と変わらざるまま永遠に

残されるもの｜とされ('9)。こうして別荘地は，’｣~''二''湖'''１L南部の旭'１ヶ丘

地区に変更された(20)，８５万坪が宙に浮いてしまった(21)。当初は，別荘地

の販売は進展せず，困難を極め，別荘地販売計画はうまく進展しなかっ

た(22)。

ここで大正,0年から昭和３年ころの富士登山者数と富士五湖観光客数に

ついてふれておきたい。

第３表にみられるように，吉田ロからの富士登山者数は，大正'0年以降

３万人台を上下してお})，大正期'0年代に入ってから交通事情の改善と大

衆レジャーの発達を反映して，大jlf初期と較べて２，３１ｌｆＩ程度増加してい
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第３表富士山吉田ロ登山者数（大正10年から昭和19年）

年代 登山者数 出典

大正11年 ｢山新」９Ｈ１０日。3４，０００ 

|｢富士山瀧史１９９頁。大正12年 4７．０００ 

大正13年 同上3３，０００ 

H山新』８J]24日。大正14年 3４，０００ 

大正15年

I山新」昭和３年８月３１１。昭和２年 3０，０００ 

昭和３年 今年は昨年より僅少 ｢山新』８月３日，

昭和４年 ｢山新」８月23日6０，０００ 

昭和５年 ｢111新」８Ⅱ23日4０，０００ 

昭和６年

｢山新」８月２日，30,000突破昭和７年

昭和８年

｢111新｣’８)]２７FI昭ｲ１１９年 3７，９００ 

｢山新」８月２日，昭和10年 4８，０００ 

｢山新」８月31日，昭和11年 7１，０００ 

lIiW和12年

登１１１者数記録破り ｢山新」７」125日，昭和13年

｢山新」７月24日！昭和14年 4７，０００ 

｢111新』８Ⅱ10日昭和15年 100,000 

｢111新」８Ⅱ23日，昭和16年 8０．０００ 

｢山新ｊ９Ｈ７日，昭和17年 190.000 

昭和18年 ｢山新」８月27日，5０，０００ 

I山新」７Ⅱ27日25,000（昨年の半分）昭和19年

注「'11梨ロ日新'1Ⅲより作成。｜｢}11新』は『lIl梨ロロ新聞』のⅢ:。

る。しかし大正９年の戦後大不況，大正12年の大震災，昭和初年の金融恐

慌もあって，登山者数がかなり停滞的であった。昭和４年の大)１－吉田間

の電化以降は，登山者は急増していくことになる。

大正期に入ってからの富士五i'jI観光の発達もようやく顕著になってき

た。昭和３年時の富士観光客は，後に第４表に示すよう，８万8930人とい

うデータが記録されており，ほぼ富士登山客の３倍弱に達し，富士山観光

の有力な地位を占めている。

ｲ瞑代 綴;|:者数 lHlllll 
U■ロ ゴ、

年年年年年年年年箙年鉦‐年年年年年年年年年年年年Ⅱ胆皿ｕ脂２３４５６７８９，，ｍ咀辿巧町Ⅳ阻岨鉦邦却鉦雄獅螂獅梛棡納聯噸恥纐榊噸綱蹴噸噸聯”
３'1.000 

‘17,000 

33,000 

３４，００(） 

３〔〕,０００

今年;よ昨年よりＩＩｌｔ少

60,000 

４０．０００ 

30,000突破

37,900 

48,000 

71,000 

篭「;者数記録破}〕

：１７，０００ 

１００，０００ 

80,000 

190,000 

50,000 

25,000〈昨fFの半分〉

｢:11新』９jllO:Ｌ

｢富R:l::茄史ｊ９９貝。

同上

｢;11新』８)j24r。

｢;11新曲１１付和３`lH8ノ１３１１。

｢i11新ｊ８ノｊ３ｉ１，

｢:IlWf,１８）123:． 

｢:11新』８ノ:23i１，

｢;11新ユ８ノｊ２ｉＬ

｢;11新劇Ｓﾉ;27:｢，

｢;11新ｊ８ノ』２１１，

｢:11新j8jj31i7，

｢:l噺】７ノj25j,

｢:11新ｊ７ノj24i{，

｢:11断`Ｕ８ノ:10;Ｉ

｢;11新ｌｇノj23l7，

｢11新`；９ノｊ７ｉ:，

｢;１１新」８ノi271I，

｢:I]新』７ノ;27:！
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ともあれ大正10年から国立公園制定が真じかに迫っていた昭和３年ころ

までに，富士観光は，相当の発達をみていたことがわかる。しかしそこに

は，多くの自然破壊，環境問題をすでに併発しており，富士山の国立公園

の指定，それに呼応する観光開発が，自然保護との激しい確執を展開する

ことになる。

《注》

｢山梨日日新|]１１」大正12年lH16Ll，同２月３１１の記事参照。

前掲「富Izlll魅史｣，３６３－４頁。

『山梨日日新１１Ｍ大正15年９月29日，１１月９日の記事参照。

同上，大正15年11月９日。

前掲「富士111麓史』，114頁。

｢山梨ﾛ、新聞」大正13年３月15日。

同上，大正12年４月２３日。

同上，昭和２年12月９１｣。

同上，昭和３年６月２７日。

同上，昭和３年６Ｈ2711,昭和４年１月1811．

同上，昭和２年12月１１日。

前掲村山「観光地の形成過程と機能163頁。

前掲「富士111麓史」381頁。

｢山梨日ロ新聞ｊ大正11年７月６日。

同上，大正13年３月７日，大正13年７月１５Ｕ・

前掲山村「観光地の形成過程と機能｣，634頁。

同上，昭和２年２月１５日。

同上，昭和２年３月１５日。

同上，昭和２年７月２３L1．

前掲山村「御光地の形成過程と機能｣，６３－４頁。

『山梨1-'’1新llU」昭和２年３)1151三１．

前掲「富士lll施史」120頁。

（１） 

（２） 

（３） 

（４） 

（５） 

（６） 

（７） 

（８） 

（９） 

(10） 

(11） 

(12） 

(13） 

(14） 

(15） 

(16） 

(17） 

(18） 

(19） 

(20） 

(21） 

(22） 

3）北麓における国立公園設立運動と自然保護

大正10年に国立公lilil候補地が指定されてから， 富士北麓における国立公



2０ 

園設立運動は大きく前進し，またそれと関連して北麓一帯の自然，風景の

保護運動が活発化した。その動きは，恐らく他の国立公園候補地と較べて

一番顕著なものであったといえるであろう。

まず富士北麓の国立公園指定を前堤とする観光開発計画論議における自

然保護論の展開について時を追って確認しておこう。

確認の第１点は，１１１梨県当局，大海原知事，梅谷知事，本間知事らが，

観光開発にあたってそれなり北麓の自然，名勝地を保護する政策を打ち出

してきたと言うことである。ここでは改めてそれらを要約し，またこれま

で省略してきた問題について詳論したい。

国立公園指定に関心を抱いていた大海原知事は，北麓の観光開発計画に

際して名勝地の保護に乗り出した。この点について，大正12年４月２日の

｢111梨日日新聞」は，史蹟名勝天然記念物保存協会による「富士|｣l麓保存」

の動きをつぎのように伝えている。

「富士山麓が国立公園として指定せらるるの機運熟し来れるより之に伴

い嶽麓の開発が叫ばれ居る事は屡報する通りなるが右に付史蹟名勝天然記

念物保存会にても相当研究調査の上開発のため艦りに天然の景勝地を破壊

さるるが如き事なきよう相当の措置を執るべしと｣。

大正10年に富士山が国立公園候補地に指定され，山梨県では再び観光開

発論議がおこってくると，『山梨日日新聞」は，大正12年４月18日の「富

士山麓を国立公|蕊|とする計画について」と題する記事で，観光開発にとも

なう自然破壊に警告し，自然保護を訴えた。

記事は，今後の国立公園開発計画の有り方がいまだ方向未定であり，す

でに詳しく検討した上原・田村のいわゆる国立公園論争や，アメリカにお

ける国立公園開発が自然破壊をもたらしたことにふれ，「富士山麓開発も

自然を破壊する事には周到の注意を要する事と思う。」と指摘した。さら

に「富士山杯に余りに人工を加える事は考えものだと思う。夫に岳麓を鉄

道が迂回するようになれば樹海である青木ケ原杯は自然煤煙で枯死せしむ

る憂いがないとも云えぬ，兎に角国立公園たらしむる事は結構であるが之
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れが開発には当初制限を加え無暗に自然を破壊させないよう努むる必要が

ある｡」とも指摘した。

私は，この新聞の論調から，当時の「111梨日日新聞』の編集人の向然保

護に対する意識がきわめて高かったと評価しておきたい。

大海原知事の政策を引き継いだ梅谷知事は，大正13年３月に，北麓一帯

の青木ケ原を''１心とした原始林「４万500町歩（私有地9,000町歩を含む)」

を史蹟名勝天然記念物保存法にもとづき「名勝地」に仮指定した(1)。

梅谷知事は，仮指定に先立ち大正13年２月につぎのように語った。

「富士嶽麓の開発に就いては今''１|上京した際各方面とも打合せ協議した

が差当たり嶽麓の山脈を分水嶺とした五湖を包含せる静岡県に跨る一帯を

名勝地として指定することに内務省とも打合せて来たので近く県知事の名

を以て指定の告示をなす方針である。夫は富士嶽麓の開発を期するにも濫

りに自然を破壊されてはならぬから先づ以て名勝地として保存すべき個所

を保存し其の上富士嶽麓はナショナルパークとするよう道路を造るとか植

林をなすとか別荘地を定めるとかして順次開発されて行くようにしたいと

思う。」なお併せて同じ地域を「禁猟区」とするとも語った(2)。

さらに梅谷知事は，３月６１｣頃に仮指定に関連して「富士の霊峰」の意

識を強調しつつ，「然るに最近湖畔等に如何はしき建物を為し其他風致を

損し又は展望を害する等の行為あるは，音世人の反感を頁ひ期待に反する

のみならず惹いては地方の自滅を招来するものであると確〈信ずるが故に

已むを得ず法律に基き仮指定をした」と語った(3)。知事は，乱開発の危機

を感じとっていたことがわかる。

後の山梨県知事鈴木信太郎は，’１召和４年に北麓の観光開発の動きに対藝抗

して，「自然の破壊を怖れて，岳麓一帯の県有恩賜林公有林二郡-'一五力村

に亘り，四万五百六町歩を史蹟名勝天然記念物保存法に基き，名勝地とし

て……仮指定」したと明言している(4)。

以上の記述でよくわかるように，この仮指定は，本指定への緊急な布石

であり，乱開発に先んじて北麓一帯の自然を保護し開発に規制の網をかけ
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るためであった。しかもそれはもちろん，－県知事のなせる技ではなく，

主として国立公園制定を推進した内務省衛生局保健課，史蹟名勝天然記念

物保存協会とそれを所管する内務省官房地理課のバックアップがあって実

現したものであることは指摘するまでもない。したがってこれまで殆んど

言及されなかったことであるが，内務省，史脳名勝天然記念物保存協会な

どによる富士lll保謹のための活動は，あらためて高く評価されなければな

らない。

以上のように梅谷知事は，北麓開発に際して自然保護を強調し，その一

帯を史蹟名勝天然記念物保存法にもとづく名勝地に仮指定をするという大

きな業績を残した。従来の研究はこの点を無視している。

さらに付け力Ⅱえておけば，後にふれるように，史践名勝天然記念物保存

法にもとづく北麓一帯「原始林」の「天然記念物」の仮指定は，本間知事

のもとで大正15年２)]24Ｆ１に本指定に格上げされた(5)。

大正14年１月１４日に北麓の第２次観光開発計画原案が公表されてから，

山梨県の、然保護の動きはいっそう強まった。

すでに論じたように本間知事のもとで作成された北麓観光開発計画原案

は，はっきりと開発に際して自然保護をうたっている点で，わが国の観光

開発計画の歴史で､画期的な意義をもつものと評価できるが，すでに詳しく

論じてあるのでここではこれ以上ふれないで､おこう。

開発計imi案が公表されると，まず『山梨KII:|新Ｉｉｌｕに北麓の観光開発に

際して自然保謹を強調する意見が掲載された。

大正14年２)」８１１の同上紙で，第１次北施観光開発の主唱者の一人であ

った神戸挙一は，「岳麓の名勝保存地は尚一)櫛の考究を遂げ……俗化せし

めて将来に於て梅を残すようなことがあれば誠に残念である」と主張し

た。

また白須lifIfなる人物も同年２月８日の同上紙で「岳麓の開発はよい。け

れども無理があってはならぬ｡」「青木ケ原の千古斧鉱の入らざる密林を別

荘地に提供する様な事は困る」と指摘した。
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内務省も，大正14年４月に，北麓の観光開発論議に自然保護の圧力を掛

けた。大正14年４月11日の「山梨日日新聞』は，内務省大臣官房の赤木地

理課長から県に「富士嶽麓開発計画に対しては道路の建設及建築物の設置

其の他人工的設備に関しては自然の勝景を保存するの趣旨に基いて風致を

損傷せしめないように」との「通牒」があったと報じた。

これは，内務省と〈に史蹟名勝天然記念物保存事業を所轄する内務省官

房が，北麓開発における自然保護に関心を示したことを物語っている。

北麓の「原始林」一帯の天然記念物としての仮指定から本指定への動き

は，大正15年におきた。大正15年３月の『史蹟名勝天然紀念物」誌は，吉

井義次「富士山植物帯の特徴と其の原始林保存の必要に就て」を掲載した

が，これに先立って前年であろうか，吉井は，，恩賜林の原始林を調査し，

同論文において天然記念物に指定して永久に保存すべきことを訴えた。

吉井は「富士山植物帯の特徴」について詳しく論じ，「富士山の今日の

植物分布を一言を以て説けば，東南側に薄く西北部に厚い。然るに，其の

東南部其の他は多く伐採せられ，或は火山の厄を被り，真に今日富士山原

始林として残されたものは此の西北側である。即ち精進湖畔から青木ケ原

を含み，小御岳に亘る部分｣，「今'三1,恩賜林として'11梨県の経営に属してい

る｡」と述べ，「植物学的方面から見て富士山北側の原始林は，天然記念物

として絶対保存する必要がある｡」と指摘した。

さらに吉井は，「富士山原始林保存」は「森林保存に伴い，幾多のＦ１然

物即ち鳥獣等の動物は固より，其の区域内の地質学上よ})の特異点等も之

れと共に自然の状態に於て氷〈保存を要する。富士山の自然美は斯くて始

めて完全に存置するを得るのである｡｣(6)と結んだ。

エコロジカルな主張をして原始林の保護を要求した吉井義次の動きは，

内務省および史蹟名勝天然記念物保存協会が，富士北麓一帯の「原始林」

を史蹟名勝天然記念物として本指定に動いていたことを証明している。

こうした動きをへて，本間知事のもとで，大正15年２月24日に「西八代

郡上九一色村から南都留郡鳴沢村におよぶ地域」のいわゆる青木ケ原一帯
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の「原始林」が天然記念物に正式に指定された(7)。

ここで登山道の開鑿に伴う自然破壊にたいする岳民の反対についてふれ

ておきたい。大正13年３月４日の『１１１梨日日新聞」は，馬返一五台目間の

登lll道開鑿にともない，「五合Ⅱ附近の木材伐採」の許可を受けた業者が，

｢馬返しより五合11に到る登山道路は其影を認めざる迄に破壊されている」

ため，「登山道路を破壊するが如きは許すべかざる事であるといっている」

と報じた。これは，住民の自然破壊にたいする反対･意識を示している。

大正15年９月291｣の『山梨日日新聞」は，すでにみたように，山林課の

軽便鉄道の建設と強引な森林伐採への住民の反対-運動を紹介し，つぎのよ

うに報じた。

「岳麓開発のために自然保護に努力している岳麓民は県の此挙に憤慨し，

景勝地保護又は'外1発を口にする当局，殊にさきごろ某氏が『岳麓|刑発は先

ず人心の開発」と公言した手前先づ県吏員が……吏心開発こそ必要」だと

語っており，「引き続き来年も濫伐するようならば，岳麓民は，県に対し

て……」と厳重に抗議すると言っていると。これらの記事から恩賜林を大

切に守ってきた岳逓民の自然を大切にする心情が読み取れる。

つぎに保護指定地の管理をめぐる県の11|林課と内務部との確執について

紹介しておきたい。大正15年８月４日の「山梨日ロ新聞」は，仮指定にと

もなって指定地内の「一本一草にまで取締りの網をひろげ｣，県開発調査

会の杉戸主事が，この取締りを県111林課のＩＩ１先である「山林出張所」にや

らせてはどうかとの意見を山林課長に申し入れた。ところが，富士一帯の

名勝地を仮指定したのは学務課であり県開発調査会で､あるから「取締事務

は学務課と庶務課に於て措置されたい」と主張したと報じている。

これは，単なる県庁内の縄張り争いではなく，’11林業の利害を代表する

山林課と開発を取締り，自然を保護する学務部の対藝立であった。その背後

には，農林省と内務省の対･立，確執が存在したのである。

昭和２年には北麓における一連の学術的にも自然そのものとしても傑出

した重要な自然物，風景が天然記念物に指定された。その事情について，
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昭和２年６月18日の「'１１梨日日新聞』はつぎのように報道している。

北麓の観光開発が進展している昭和２年初め，福地村内にある跡燭（ツ

ツジ）ケ原に「原生する蓮華螂濁」の保護が県内で叫ばれ，山梨県当局

は，「内務省の現地調査を希望」してきた。要請をうけて内務省は，昭和

２年６月18日に，史脳名勝天然記念物保存運動の生みの親であった斯界の

権威三好学博士，７７原理学博士らを派遣し，地元の蜂須賀県学務部長，石

塚都留中学校校長らと共に調査を実施した。

その結果，三好らは「富士桜」を「蓮華lljlljMiと共に1:ｉＭ勿学上最も重要な

もので保存すべきを力説」し，県当局は「近く天然記念物として指定を申

請することになった｣。さらに三好は，富士崎から青木ケ原の樹海をなが

め，絶景と称賛し，「之れが開発されて別荘となるが如きは絶対にいけな

いと思う青木ケ原は自動車道路としてアスファルトで舗装しBllに小さい道

を造るようにしたい」と述べた。

この調査の後，’11梨県は，昭和２年８月に福地村内の「螂燭ケ原レンゲ

ツツジ及フジザクラ群落」を天然記念物に指定することを決定し(8)，つづ

いて内務省が，それを追認し正式に昭和３年３月３，に指定した。さらに

昭和４年12月に多数の部分的だが史蹟名勝地の天然記念物の指定がおこな

われた(9)。

ちなみに山梨県は，昭和３年10月に県史蹟名勝天然記念物調査会委員に

民間人３名を委llUiした('0)。その委員は，大正11年に雑誌『庭園」に「富

士山麓の勝地」を投稿している谷村実業高等女学校教諭「福地村羽田一

成｣(､)，河口村の農林省嘱託で動植物の研究家であるIIi村幸雄('2)，猿橋の

仁科繧義男の３名であった。こうした民間の地元学識経験者を県史蹟名勝天

然記念物調査会に参力[|させたことは，史蹟名勝天然記念物保存運動の－側

面を示すものとして典１床深い。

史蹟名勝天然記念物保存運動による自然保護だけでなく，県当局は，北

麓の観光開発のうち，交通部門の開発に一定の厳しい規制を加えようとし

たことについても触れておかなければならない。
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昭和３年３月に天然記念物として指定された「螂珊ケ原」には，すでに

横断自動車専用道建設計画があった。県の史蹟名勝天然記念物調査会会長

であった県学務部長は，土木課が許可を与えようとしているこの計画に反

対した。昭和３年５）１７日の『山梨日日新聞」は，この道路が「蓮華螂燭

の群落中を横断することになるので天然記念物指定地域内に関係ある事と

して蜂須賀学務部長はその許可について多少の反対」の立場を示したと報

じた。しかし道路M1設は許可されてしまった('3)。

大正10年からおこなわれてきた北麓の観光開発にたいする自然保護で注

目されるのは，内務省を先頭に県当局が，富士登山鉄道（山頂へのケーブ

ルカー）の建設申請をその都度拒否して，富士111の自然，環境の保護に努

めてきたことである。管見するかぎりこの点について意識的に言及した文

献は見当たらない。

すでに明治末期から出されてきた富士登山鉄道建設'1]請は，大正１０年以

降も度々なされた。大正13年３月に，『山梨日１J新１１１１」によれば，再度，

富士山山頂までケーブルカーの建設計画が提出された。この計画は，阿部

善次，堀内啓治その他の発起に係わる資本金100万1リの「富士登山鉄道」

を「五合目以上頂上までケーブルカー式に敷設する」ものであった('4)。

その後，その年の７月に，「富士山頂の鋼索鉄道敷設地の立会調査」が

おこなわれた('5)。そして１年後の大正14年７月１４日の『山梨日日新聞」

によると，先に提{Bされた富士喬111鉄道の建設申請にたいし，山梨，静岡

の両県は，「不許可にされたいとの副E|ﾖ書を添えて一件書類を主務省に進

達」した。そしてllI請却下の「理由」をつぎのように報じた。

「富士山の地質は溶岩で極めて粗悪であるため表土はザクザクして硬岩

までには相当の距離を有するので地質に於て既に安全に登山客を輸送する

ことは困難である計りでなく風が激しい為め登山鉄道は極めて危険が伴う

のと一般に信仰を以て登山する者が多い関係上強て富士の霊山をケーブル

カーなどで汚すの必要はなく殊に登山期は－年僅に二ヶ月位の短期間に過

ぎないから到底収支償lまざるべき又嶽麓は国立公園として将来開発される
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運命を有しているのて嶋岳麓の自然美を出来得る限り存置すると共に山上に

於ける単に遊覧本位の鉄道などは避けるの必要がある｡」

ここには，富士山にケーブルを建設することの阻害要因，富士山の自然

的脆弱さ，宗教的登山の神聖な，風景･自然の保護，国立公園設立などが，

実に明快に指摘されている。その後の経過から，この開発申請は，関係

省，運輸省，内務省などの許可を得られなかったことがわかる。

富士登山電車の設置の認可申請は，昭和３年３月にもなされた。昭和３

年４月１日の「山梨日日新聞」によれば，「井上二郎氏外七名の発起人よ

り資本金五百万円を以て富士登'11鉄道」を設立し，「遊覧旅客及び貨物食

糧品飲料水等の運搬を|ﾖ的」とし，「馬返しより八合目下に至る三哩（マ

イル）六分の間に軌囚間フィート八吋（インチ）二分の－の電気鉄道を敷

設」しようとするものであった。

その後の経過について新聞では報じられなかったが，建設が実現しなか

ったことから，不許可になったことは確実である。ちなみに昭和４年に山

梨県「景勝地開発委員会」の開発計画ではこの種の計画について何ら言及

されていない('6)。

ただし昭和４年に，鈴木信太郎知事は，富士嶽麓開発計画の中て､，ケー

ブルカー建設については，「五合[|までのケーブルカーも研究すべき問題

である｡」と発言しているが('7)，戦後にいたるまでこのケーブルカー建設

計画は，ついに実現することはなかった。

こうして北麓の一帯，とくに青木ケ原の原始林の乱開発が回避されるこ

とになった。あえて乱開発といったのは，北麓地域の開発が全体的に禁止

されたわけて､はな〈，しばしば開発そのものが許容されてきたからであ

り，あくまで北麓において過剰な乱開発が抑止されたということである。

しかし他の名勝地が厳しい開発規(|illを受けなかったことを思えば，この規

制の意義は大きい。

最後に北麓の自然保護における田村剛の果たした役割について指摘して

おきたい。北麓開発計画の作成に[祭して国立公園制定派の|Tl村らが，自然
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保謹をどう働き掛けたか。

すでに田村･は，大正５年に「観光開発計画」を提案し，山梨県庁と深い

関係をもっていたが，大正15年にいたって，さらに関係を強めた。この点

について田村サイドからは，つぎのように言及されている。昭和２年２Ｈ

の「庭園と風景」誌の記事はつぎのように指摘している。

「111梨県の富士111麓国立公園計画は予てより本会理事田村剛氏の設計に

基づいて進捗中であったが，今回県に景勝地開発係りを新設して主事一

名，技師，技手各一名を採用して実行に着手することとなり，顧問に田村

博士を嘱託し，造|刺技師に中島英治氏（本会会員元香川県技師）を任命し

た。

因に同計画に関連して電車及び別荘地経営に当たるべき富士山麓鉄道及

土地会社（資本金六百萬円）も成立してＦ１下地割共他を立案に１１である。本

邦国立公園の実現の緒についたのは我が造園界の最も慶賀に堪えざる所で

ある｡」と報じているus)。

この指摘は，手前味噌の鯛も無きにしもあらずだが，山梨県が川村剛を

顧問に委嘱し，｝｢|村の富士山麓国立公園設立への関与を示唆している。

さらに注目すべき点は，県は，元香川県の技師でIfIil立公園-協会の会員で

あった中島英治氏を山梨県の造園技師に任命したが，これは田村らが，お

そらく自分たちの配下の造園技師を山梨県に送り込んだものと考えてよ

い。事実，「１.島は，その後,『阿立公園｣|誌に富｣二lllについての論文を

度々投稿して，国立公園協会と近しい関係にある。富士岳麓開発計画が，

前文などで，田村の意見を取り入れており，彼らの影響を受けたことがわ

かる。

北麓における観光開発の強い熱意，圧力にもかかわらず，北麓の自然保

護は，大正13年から15年に掛けて立案された開発織想の中に自然保謹思

想，政策としてしっかり打ち出されていたと指摘しておかなければならな

い。こうしたことは，他の国立公園指定運動にほとんど見られなかったこ

とである。十和Ⅱ11,1ﾘ１，尾瀬，’三|光，黒部，大台ケ原などのように，直接，
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水力発電事業や産業開発のために，景勝地が破壊されることへの反対では

なく，一般的な開発にたいして，史蹟名勝天然記念物保存法にもとづい

て，また国立公園による自然保護をおこなうといった国立公園思想にもと

づいて大名勝地の風景，自然，環境を保護しようとしたことは，富士山の

ほかに存在しなかった。

なお，山麓周遊鉄道の建設，登山道の整備改善，ゴルフ場と別荘地の建

設の問題点について私見をあえて披瀝すれば，それらの開発は，自然破壊

を回避するために禁止，抑制されることが望まれるが，しかし国立公園を

制定するためには，極力開発を規制しつつも，原則的に開発そのものに反

対することは困難であったということでる。とはいえ問題は，どの程度の

自然破壊を許容できるかは，個々のケースに依存していることであり，保

護を訴える勢力の力如何に係っていたと指摘せざるをえない。

《注》

（１）『山梨日日新聞』大正13年３月５日。

（２）同上，大正13年３月２日。

（３）同上，大正13年３月７日。

（４）鈴木信太郎「冨上嶽麓風景施設｣，「国立公園」第１巻第３号，８頁。

（７）『山梨日日新聞」大正14年２月７日。

（５）吉井義次「富士植物帯の特徴と其の原始林保存の必要に就て｣，『史蹟名

勝天然紀念物』第１集３号，大正15年３月，16-22頁。

（６）前掲『山梨県綜合郷土研究｣，789頁。

（７）前掲「富士山麓史｣，402頁。

（８）『111梨ＥＩＩ｣新聞」「lirl和２年８月251ﾖ。

（９）前掲「山梨県綜合郷土研究』，789頁。

(10）『山梨ﾛロ新聞」昭和３年10月２８日。

(11）『庭園」第４巻第11号。

(12）「山梨日日新聞」昭和３年10月16日。

(13）同上，昭和３年６月27日。

(14）同上，大正13年３）１７日，同年７月14日。

(15）同上，大正13年７月１５日。
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(16） 

(17） 

(18） 

同上，昭和４年４月２５日。

前掲鈴木「富士嶽麓風景施設｣，『国立公園」第１巻第３号，８頁。

『庭園と風景」第４巻第11号，昭和２年，２４頁。

４）富士南麓の観光開発と国立公園設立運動

大正10年に富士山が国立公園候補地に指定されたが，南麓ではそれに対

応した大きな動きはみられなかった。

ただしややⅡ立った動きとして，静岡県議会は，大正11年12月に富士国

立公園設定を促進する「建議書」を決議して，国会に提出した(1)。

その内容は，「富嶽を中心とする一帯の地は内外人の斎し〈|景仰する所，

之に相当施設を為すと共に国立公園設定に努むるは最も急務なりと認む，

静岡県会は決議を以て之が設定促進に力められんことを望む」というもの

で，ほとんど内容のないものであった。

その後，静岡県では，少なくとも昭和４年に国立公園指定の機運が高ま

るまで，管見する限りでとくに目立った富士国立公園制定の動き，それと

関連した観光開発計''1'i論議はみられなかった。それは北麓と較べてきわめ

て対壜照的であった。度々指摘するが，その理'11は，南麓は，北麓に較べ富

士観光への依存度がそれほど高くなかったことに加えて，主要な富士登山

口３コースが，それぞれ別々の行政地域，郡に分かれており，北麓のよう

に統一的な開発計画を立て難い情況にあったことである。

他方，個々の富士登111や富士観光にかかわる観光開発は，それなりにす

すんでいた。

南麓の鉄道開発についてみると，富士身延鉄道は，大正９年まで富士か

ら身延まで延長してきていたが，昭和２年に身延一市川大門間（20数キ

ロ）を電化し，さらに昭和３年に市川大門一甲府問（10数キロ）を連結

し，東海道線と'１１央線を結び付け，富士観光に画期的なアクセスを作り出

した(2)。自動車道および自動車交通についていえば，大正８年に富士宮一

大宮間に乗合自動車を運転する目的で富士自動車会社が設立されたが，昭
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和初年に入って，ようやくの「営業が軌道に乗った」といわれている(3)。

大正12年に大宮町で､外車をもって，大石寺や白糸の滝を廻る貸切り自動

車（今日のハイヤー）の営業がはじまり，翌年には，乗用車を定期に走ら

せる営業が開始され，さらにその後15人乗の乗合F1動車による営業に拡大

されたといわれている(4)。

しかしこの時期においても，静岡県全体とし南麓の観光開発計画につい

ての論議はおきていない。

富士登'11道については，身延線の開設による大宮登山ルートが復活し，

大宮登山道の改修がおこなわれ，登|｣lし易いルートとして好評した(5)。

さらに大正10年以降昭和４年までに，富士登'11電車計iL11jが度々提起され

た。大正11年７月に，九鬼五三郎の発起で設立された「富士架空索道株式

会社」（資本金100万'1）は，御殿場ロから頂_上のコースに，「工溌約－１-五

万円」をかけて「八合目より頂上に至る二十五町間に，索道を以て登山客

を運搬」する計画を申請した(6)。しかしこの計画も，実行されなかった。

南麓においては，富士'11の国立公園の指定にからんだ自然保謹運動は，

まったくみられなかった。

史蹟名勝天然記念物保存運動については，「白糸の滝｣，「湧玉池｣，「刀

野原風穴｣，「駒門風穴」などが天然記念物に指定されて保護されることに

なった(7)。しかしそれは，極めて小さな空間の名勝地であり，すでにかな

りの程度開発されてしまった雨粒においては，北麓のような原始林の保護

という課題は，もはや存在しなかったのである。

《注》

｢御殿場市史』６，近代史料iiiTiill，986頁‘

前掲『富士１１１麓史』，３４６－７頁。

同上，２７１－２頁。

同上，272頁。

同上，267頁。

『山梨日日新聞』大正11年７月６日。

前1:Ｌｊ「富士'11瀧史｣''270頁。

（１） 

（２） 

（３） 

（４） 

（５） 

（６） 

(７） 
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④昭和４年以降の富士山の国立公園詔寺運動と観光開発

１）富士山の国立公園設立運動の展開と富士観光の進展

昭和２年末に|：H1立公園の制定を促進し研究調査などをおこなうために設

立された国立公園協会は，積極的に国立公園制定運動を展開した。昭和４

年１月に発行された協会の雑誌『国立公園」は，箱根とともに富士山を国

立公園候補地として重視し，さまざまな記事，論文，報告書を掲載した。

それらの主なものをあげれば以下のとおりである(1)。

昭和４年３月，’１１梨県知事鈴木信太郎「富士嶽風景施設｣。

同３月，柴田常恵「富士山麓に於ける石器時代遺蹟の二三｣。

同７月，辻村太郎「富士山と其周囲の風景｣。

昭和５年６月，’１１梨県庁技lliilill'島英治「富･上北雌の風景｣。

同９月，柴田常恵「富士と日光｣。

同10月，中越延豊「国立公園候補地概観（十五）富士111｣。

昭和６年５月，中島英治「富士国立公園と山梨県の遊覧系統｣。

同８月，脇水鐵五郎「地学上より見たる'2'1立公園候補地（二）富

士と箱根｣。

昭和７年１月，２月，柴田常恵「国立公園候補地史的概要（一○）富士

（上）（下)｣。

同６月，lli島英治「富士１１１の瓜景｣。

昭和８年７月，中島英治「己が富士｣。

箱根を除いても，富士山について論じられるlm1数は，他の候補地と比べ

て圧倒的に多く，国立公園協会の富士111への思い入れが察せられる。しか

しここでも話題のに''心は北麓であり，地元の書き手は，111梨県技手の中島

英治と県知事鈴木信太郎らであり，静lWilllllからの話題はきわめて稀であっ

た。

国立公園協会は，昭和４年５月号の『国立公園」の「雑報」で，静岡県

とlll梨ﾘTI;の国立公Nil指定運動の特徴的傾向をつぎのように指摘してい
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る(2)。

「富士を中心とする三県の運動は，近年頓（トミ）に猛烈となって来た。

就中この方面に先ＭＩＩをつけて，県並に民間会社の手で、，具体的な事業に着

手し，既に社会の興味を'1平んでいるのは'11梨県である｡」

「１１本のスヰスを以て任ずる山梨県では，県下の景勝地を挙げて開発し

ようという抱負の下に，景勝開発委員会を組織し，一方県に景勝開発係を

置き，主事技手等を任命して，着々計画の実現に努めている。近くは富士

国立公園の速成を期するために，新に富士国立公園'11梨協会を組織して，

知事を会長に内務部長と甲府市の有力者名取忠愛氏を副会長に推すことと

なった。同会は，勿論'１１央の国立公陳|協会の支部たるを前提としている

が，殊に富士'11麓軌道株式会社と提携して活動を期している。尚ほ本県は

実業界に大先輩を有するこことて，夫等有力者の後援を得て，大に気勢を

あげることと期待せられている｡」

他方，「静岡県は富士の表口でありながら，兎角国立公園運動に就いて

は，111梨に一歩を譲っていたが，此程Ⅱ寺期到来と兄たるか，邊（ニワカ）

に熱'|iして来た。これは，’11梨に－歩を譲っていたが，伊臺豆一帯の風景地

保養地殊に温泉組合の理解ある要求にも刺戟せられた結果であろう。さし

当りI[I梨に呼応して，富士国立公園静岡協会を設立し，関係地方より－萬

五-千円の寄付を集めて会計を立てることになって，夫々勧誘中である。尚

ほ県は近く富士山麓より伊豆一円に両る風景計画の立案に着手する筈であ

る｡」

この記事から，富士'１１の国立公|貢I指定運動は，｜｣|梨県においてとくに積

極的であり，それに静岡県が追従して，神奈川県が粕根地区だけでなく県

下をまとめる意味もふくめ，伊豆地方を国立公園に含める構想をもって運

動しようとしていることがわかる。

すでに指摘してきたように山梨県と静岡県の二つの地域には富士観光に

ついての姿勢に大きな相違があったが，富士山の国立公園化にたいする姿

勢にも同じように大きな違いがみられた。
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さて山梨県は，昭和４年５月に県知事を会長に｜富士国立公園協会」を

設立し，さらに同年６月にそれを「富士国立公園山梨協会」に改変し，昭

和５年７月から「富士国立公園協会山梨支部」と改称し，国立公園誘致運

動を展開した(3)。静岡県でも，昭和４年６月に111梨協会に呼応して「富士

国立公園静岡協会」を設立し，同年８月に「国立公園協会静岡支部」と改

変し，国立公園指定促進運動を展開した(4)。

ちなみに昭和４年８月に東京で開かれた国立公園協議会には，山梨県か

らは，富士国立公園山梨協会幹事，杉戸孝三郎（'11梨県景勝開発主事)，

同協会評議委員渡遥文平（南都留郡舟津村長)，同評議委員佐藤貞次（同

郡福池村長）の３名が参加している。

静岡県からは国立公園静岡県協会会長の県知事白根竹介が自ら，田方郡

三島町長根岸時次郎と共に参会した。富士山関係では総勢５名という大所

帯の出席であり，両県地元の熱意が感じられる(5)。

富士国立公隙''1|梨協会は，昭和５年８月に内務省へ富士'11の国立公園指

定について陳情をおこなった(6)。陳情の趣旨は，国立公園の設立は，国民

健康衛生上，外客誘致上も緊急の課題であり，地元では１１１麓の「保存開発

に努力」しており，まず第１次に指定されたい，というものであった。

静岡県の富士国立公園静岡協会も，昭和５年５月２ｐ付-けで，「富士山

を中心とする国立公園を設置せられたき件」をilIij院，内務大臣，鉄道大臣

に提出した(7)。趣旨は，伊一豆地域も含め静岡県の名勝地を国立公園に指定

し観光化を促進されたい，というものであった。ここではとくに自然，名

勝地の保護を強調した文lniはない。

山梨，静岡の両県は，箱根をふくめればｲ[:|'奈川をくわえ３県だが，協力

して富士国立公園を推進するために協力して活動をおこなった。昭和４年

２月１４日の「111梨｢１日新聞｣，によれば，３県は合同して富士箱根国立公

園化促進のために，各県部長連が富士山の視察をおこなった。

昭和６年４月に国立公園法が成立し，国立公園のIlil1定が現実化してくる

と、富士山の国立公園化に関連するさまざまな動きが活発化した。
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昭和６年１月に国立公園法の制定を月前にして，吉田市は，国立公園指

定を目前にして「曰治的に都市計画」を立てるべく県に道路網計画を委嘱

し，開発意欲をのぞかせた(8)。

国立公園調査会は，昭和６年６月に，富士国立公園地区の７万7000町歩

を指定すると発表した(9)。「山梨日日新聞」は，内務省が，富士山をめぐ

る国際観光道路開発を計画していると報じた。

昭和６年６月に，１１１梨県議会は，県下の恩賜林（５万町歩）を国へ寄付

することを決定し，富士山の国立公園指定に有利な情況を創ろうと試みた

が，後にふれるように実現しなかった('0)。

昭和６年８月24日，先に開催を予告していた山梨，静岡，神奈川の３県

連合協議会が開催され，富士IIlの国立公園指定の促進のために協議し，富

士山麓の連合調査をおこなった('1)。

すでに指摘したように，昭和６年６月に国立公園を選定する国立公園委

員会が成立し，同年11月に第１回の委員会を開催したが，１６候補から12候

補を選定するためにどこを外すかで意見がわかれ，特別委員会を組織して

決することに先送りされた。

富士山は，その時もその後も最有力な国立公園候補地であったが，他の

候補地の抱える問題がこじれて候補地選定が遅延した。昭和７年９月の国

立公園委員会の特別委員会は，富士を'1-1心に９候補地を国立公園最終候補

地にすることで意見が一致したが，水力発電所問題などを抱えていた十和

田湖，日光・尾瀬，立山・黒部，などの指定を延期し，また富士と箱根の

関係などの問題で，富士山の指定を延期していた。

最有力候補の富士山の指定が遅れていた理由は二つあった。一つは，す

でに指摘したように，箱根の扱いで､あった。箱根を富士１１１国立公園に含め

るか否か，あるいは含めたにしても，富士111国立公園の名称をどうするか

の問題であった。

特別委員会で，田村剛は，当初「富士箱根」と呼んでいたが，昭和７年

になって，箱根を観光地に特化し，国立公園から外そうと考えていた('2）
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昭和８年12月の特別委員会は，瀬戸内海，雲ｲ111，霧島を第１次国立公園

として決定したが，その後の指定作業がすすまず，富士山の決定もみられ

なかった。各地の候補地で不安がっのった。

その間，山梨県は，昭和７年10月16日に全県的な景勝地協会を新設し富

士山地区だけでなく，全県的な観光促進活動をおこなう方針を打ち出し

た('3)。これは，富」身地区の開発だけに感心を集｢|'しすぎると，他地区の

からの反発がおきるからであった。

内務省は，昭和７年10月２５日に富士国立公園の本指定のために区画を決

定する為に入麓し，実地調査をおこなった(皿↓)。

内務省は，昭和８年には富士山が国立公園に指定されることを予測し

て，昭和７年１０)110F1に，富士山国立公園事業10年計画を公表した。これ

は，指定の遅れで実施も遅れたが，富士山国立公園にたいする内務省の思

い入れの強さをよく象徴している('5)。

事業内容は，各12国立公園に10ヵ年計画で，各200万円程度の予算を想

定し，富士山については，北麓の富士山麓景｣勝洲発案を前提に，さらに南

麓，箱根の開発を含む広域的な観光開発事業であった。

おもな事業を示しておけば，「邦人本位の利用にⅡ-んぜず，箱根と聯絡

して外人客を迎ふる施設」をつくり，富士山麓を回遊し箱根にいたる「回

遊自動車の幹線」を建設し，とくに河口湖，本栖湖に「外人向きホテル」

の建設，北麓だけでなく南麓においても，ホテル，旅館，キャンプ地，な

どの宿泊施設，別荘地，その他の各種のスポーツ施設，レジャー施設の建

設，富士登１１１道，１耐lfl施設の整備などであった。

関係３県は，富士111の国立公園指定が遅延していることに危機感をいだ

いた。昭和８年には，箱根が富士国立公園から除外されそうになっている

事情を反映して，神奈川県は，山梨県知事に３県が共1可協議会を開催し

て，富士山の|玉|立公園化を促進して欲しいとの進言がなされた('6)。

なお昭和６年６月に富士山麓の裾野以上と五湖を1-1心に北麓７万7000町

歩を国立公園地区に仮指定されたが，その後，仮指定の一部を解除しよう
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とする地元の動きがみられた。昭和９年４月，山梨県耕地課は，国立公園

地区の本指定に先立ち，仮指定地区内の1000町歩を指定解除するように要

求した。これは，本指定によって，耕地事業計画が「制限」されることを

恐れたからであった('7)。

昭和10年11月201]には，内務省は，国立公園指定地域からおもに陸軍が

演習地と予定していた今|｣の北富士一帯の4000町歩を指定地区から除外し

た('8)。

箱根の問題で遅延していた富士山の国立公園指定問題は，昭和10年12月

23日の特別委員会で，「富士箱根国立公園」という名称にすることで決着

した('9)。

もう一つの遅延理１１１は，後に詳しく検討･するように北富士の軍事演習場

の問題だった。陸軍は，昭和８年に北富士一帯を陸軍の砲兵練習場にする

ことを決定し，地域の買収をおこなっていた。当初，陸軍は，富士山の国

立公園化に強力に反対していたが，関係官庁，山梨県との交渉で，妥協的

になり，北富士の軍事演習場の問題は，国立公園と演習場を両立させると

いうことで，昭和10年10月２０日の特別委員会で決着した(２０)。こうして富

士山は，昭和11年１月15日の国立公園委員会総会で最終的に箱根とセット

で富士箱根国立公園として決定されることになった。

ここで昭和４年以降の北麓における観光開発と観光の実態について明ら

かにしておきたい。観光開発のおもな問題点は，自然，風景の破壊にかか

わる登山鉄道と登111自動問題の建設問題であり，さらに富士山麓土地株式

会社による別荘開発問題，レジャー，観光施設の建設問題であった。

昭和８年４月３１二1には，富士111麓一週道路が完成した(21)。しかしこれ

らは，富士山の向然，風景にとって大きな問題ではなかった。

観光開発計画にもとづいてスキー場の建設がおこなわれたが，場所は，

大石茶屋・馬返間であり，しかも当時の開発水準からみても，それほど問

題は生じなかった〈22)。

内務省は，昭和12年６月２３日，吉田ロー馬返（三合目）－本栖湖間の東
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第４表富士山観光客の実態

富士五湖廻り｜富士登''１（吉}111J）｜三つ峠

昭和３年 8８．９３０ 3２，３６７ 8.000 

4年’100.350 [５，５６５ 1０．０００ 

5年132,900 3６．２６２ 1２，０００ 

6年Ｉ146,200 4２，７０７ [３，５００ 

7年232,142 1２，８５６ 1４，９００ 

8年’255,356 47,66］ 1６，０００ 

9年’203,644 3７，４０３ 1８，０００ 

10年’222,295 3９，６４６ 3５，０００ 

注’１１梨県「綜合郷土研究』，４９０－１頁より作成

京オリンピック川ドライブウエー計画を立案したが，東京オリンピックの

中止とともに計i111iも消滅した(23)。

南麓における昭和４年以降の富士観光開発は，昭和７年に身延鉄道が国

有化し国鉄に移管されたことが注目された(24)。また昭和９年に本栖湖一

富士宮間にパス営業が開業され，北麓一西麓一雨麓を結ぶ観光ルートがで

き，富士観光のインフラを整備することになった。昭和10年には，大宮町

にバス貸切営業が開始された(25)。富士登１１１だけでなく，ここに南麓の富

十二観光のインフラが整備され，富士観光を普及させた。

つぎに昭和４年以降の富士登'11，富士観光についてみておきたい。富士

登山，富士観光は，富士111の国立公園指定運動をテコに大いに発達した。

北麓についてみると，吉田ロ登山者数は，第３表に示したように，「111

梨日日新聞」によれば，大月一吉田間の電車が開通した昭和４年には６万

人，その後やや減少して３万～４万人と停滞したが，昭和11年には７万人

台に増え，Ⅱ召和15年には１０万人の大台に乗った。その後昭和17年には17万

人と言われているが，果たして事実かどうか疑わしい。

さらにこれまで富士111観光の中軸であったが富士登111に代わって，富士

高｝･Ii湖廻!） 富:占登１１［〈」f;!:１１） こつ峠

昭和３年 88,930 〕２．３６ 0０ 

塚U＝

100,350 {５．５６５ Z(） 0[） 

Ｆ１： 1321900 3６，２６２ 己２ 0０ 

年 146,200 と1２，７０７ ＵＵ 

年 2３２，１４２ 1２，８５６ 二４】 [}[｝ 

年 255,356 17,〔)収 二６ 0０ 

年 ２()３，６４４ 3７．４０３ 1８ 0０ 

10年 222,295 ３９，６４６ 35-000 
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五湖観光が大々的に発達してきた。第４表に示したように，富士五湖観光

は，昭和４年の８万人から昭和７年から20万人台に急増し，富士観光の大

きさを如実に示した。

しかし戦時経済色を強めるにしたがって，昭和10年以降，昭和15年頃ま

で富士登山も富士五湖観光も増加していったと推測で､きるが，昭和15年以

降の富士観光は不振に陥っていったと思われる。ただし，富士登山は，軍

国主義の強化されていく過程で，体力強化という軍事的観点から一時的に

増加するが，戦時下に入ると急速に衰えた。

南麓の富士観光は，残念ながら詳しいデータがまったくなく，南麓の登

111者数，富蕾上観光者数は明らかではない。

《注》

（１） 

昭和４年３月，山梨県知事鈴木信太郎「富｣苣嶽風景施設」（第１巻第３号)。

｜可３月，柴}Ⅱ常恵「富｣=''１麓に於ける石器時代遺蹟の二三」（同｣２)。

同７月，辻村太郎「富士111と其周|井|の風景」（第１巻第７号)。

昭和５年６月，山梨県庁技師１１１島英治「富士北麓の風景」（第２巻第６号)。

同９月，柴1Ⅱ常恵「富士と日光」（第２巻第９号)。

｜可10月，’'１越延豊「国立公園候補地概観（十五）富士山」（第２巻第

１０号)。

昭和６年５月，中島英治「富士国立公園と山梨県の遊覧系統」（第３巻第５

号)。

同８月，脇水鐵五郎「地学上より見たる国立公園候補地（二）富士と

箱根」（第３巻第８号)。

昭和７年１月，２月，柴'千|常恵「国立公園候補地史的概要（一○）富士

（上）（下)」（第３巻第１号，第２号)。

｜可６月，中島英治「富士山の風景」（第３巻第６号)。

昭和８年７月，中島英治「己が富士」（第４巻第７号)。

（２）「雑報｣，「国立公園」第１巻第５号，２２頁。

（３）同上，第１巻第３号，７頁，同巻第５号，２２頁，第２巻第７号，３８頁参

照。

（４）同上，第１巻第５号，７頁，同巻第７号，２３頁。
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（５）同上，第１巻第７号，２２頁。

（６）『山梨日日新聞』昭和５年８月221｣。

（７）「国立公園』第２巻第６号，19-20頁。

（８）「111梨ﾛロ新聞」昭和６年１月28｢]。

（９）同上，昭和６年６月６日。

(10）同上，昭和６年６月12日。

(11）同上，昭和６年８月23[1。

(12）この問題は，前掲国立公|点|委員会「特別委貝会議事録」を参照。

(13）「山梨ロﾛ新聞」昭和７年10月l7p。

(14）同上，昭和７年I())]27日。

(15）｜司上，昭和７年l()月11日。

(16）同上，昭和８年11月14日。

(17）同上，昭和９年４月101｣。

(18）同上，昭和10年11月23日。

(19）前掲国立公園委貝会『特別委員会議事録」参照。

(20）同上。

(21）「山梨上１日新聞」昭和８年４月３日。

(22）スキー場の開発については，同紙の昭和８年６月５［１，１０月７１１，１１月

１５日，９年２月７日，９月７Ⅱ，１０月７日を参照。

(23）同上，昭和１２年６月23ロ。

(24）前掲「富士'11瀧史」883頁。

(25）同上。

２）富士山の自然保護と観光開発との確執

北麓では，［El立公１Ｍ:1指定前後の過程で富士１１|の|]然保護について相変わ

らず注|=｜すべき運動がみられた。それは，富士１１１の国立公園指定が本決ま

りしていく過程で，観光開発が急速に進展し，開発規制をかけたにもかか

わらず，富士Ⅱ1の自然破壊が－部ですすみ，自然破壊の脅威が増したこと

を反映している。

富士山の自然保護のための幾つかの注目すべき動きがみられた。内務省

および111梨県当局は，富士山の自然保謹に注意を傾けた。

昭和６年６几１２日の『山梨日１１新聞｣｜は，１１｣梨県が，腿|立公園促進の手
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段として，すでに名勝地に指定されて国立公|刺予定指定区域にある岳麓の

恩賜林を中心に県有地５万町歩を今秋に国へ寄付する方向を決め，秋に県

議会に提Ⅱ)しようとしていると報じた。すなわち北麓の国立公園指定地区

はほぼ７万'111歩で､あるが，その内，すでに洛勝地と仮指定されている岳麓

18ケ村４万町歩が恩賜林として県有になっている。

しかし口然保護を意図していたこの構想は，昭和６年秋には実現しなか

った。それどころか，昭和８年９月には，政友会の山梨県支部の県政調査

会は，「恩賜林の経営を民間に委ねよ」という政策を打ち出したため(1)，

国有化の話も進展しなかったし，恩賜林の民営化も実現しなかった。

昭和７年10月７日の『山梨日１１新聞』に掲載された開発への警告も注目

される。同紙の「景勝地開発の意義を誤るな」と題する社説（｢言論｣）

は，つぎのように主張した。

開発に際しては「自然の景勝を人工的に破壊せずに諸種の施設によって

開発をなし，遊覧客の誘致に努むるの必要がある｡」確かに「如何に神秘

的な景勝地であっても，遊覧する者がなかったならば，畢莞するにそれ等

は，単なる埋もれ木に等しい｣。しかしだからといって「世間は動もすれ

ば，開発即利益と直感して，遊覧者の懐から多くの金を搾り取るに屈託す

るのが，開発の使命であるかの如く曲解して却って探勝者の感情を害ね，

……真に遺憾である｡」

昭和８年４月に内務省は，111梨県内の「富士国立公園地域内に於ける森

林伐採」について県に通達をだした。この通達は，各地の国立公園候補地

に出されたものの－つであるが，国立公園事業として公認されていること

以外に，「公共団体と1111ｔども営利をｒ]的とする森林の伐採は固くこれを禁

止」すると命じた。これは，県山林課が恩賜林事業として区域内の森林伐

採によって５万円ほどの収入をえていたことに対する厳しい規制であっ

た(2)。

富士山の自然保護にとって最も重要な問題は，頂上へ向かって建設され

る登山電車と自動車道路の問題であった。
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まず登山口動車道路建設問題について検討しておこう。

昭和８年８月に富士山五今月までのlnl遊道路計画（山中湖一>|青進登山口

一御庭奥庭一小御岳のコース）が持ち上がった(3)。この計画は，県および

内務省の五合目以上の開発を禁じるという方針に反しており，昭和10年９

月１２日に，不許可となった(4)。

昭和11年６月10F1の「山梨日日新聞』は，新たに船津一小御岳（五合

目）間の登山自動車道建設計画案が提出されたが，福地村は，伝統的富士

吉田ロを死守するために反対し，今｢1のスバルラインに類似していたこの

計画も実現をみなかった。

富士山に登山鉄道・ケーブルカーを建設しようとする計画は，すでに

度々提起され，不許可にされてきた。富士山の国立公園指定が真じかに迫

まり，富士山観光が盛況をきわめてくると，昭和10年に改めて計画が提起

された。

昭和10年６月に一つの計画案で提出された。「起業目論見書」によれば，

計画の内容は，「都留郡福地村字馬返ヲ起点トシ同村富士山上を終点トシ

……鋼索電気鉄道ヲ布設」（距離1067メートル）しようとするものであり，

起業主体は，東京の元貴族院議員山崎亀吉ら７名による「富士鉄道株式会

社」であった。資本金総額500万円，１株50円にて10万株で資金調達をお

こなう(5)。

この計画は，昭和10年９月11日に『東京朝日新聞」に公表にされた段階

でⅢま，内容がより具体化され，地下方式と起点地が馬返でなくと吉田ロと

なっていた。

新聞の報じるところによれば，開発計画はつぎのようなものであった。

「この快速ケーブルカーの出願者は元貴族院議員で､両国ビル内貴金属商

山崎亀吉氏でその計画によると起点は山梨県の吉田ロ，ここから富士山の

横腹に入口の大穴をあけ地面から四十メートル位を離れて地面と大体並行

に111麓から１１１頂まで直径’一六メートル位のコンクリート遂道を造りケーブ

ルカーを敷設する，線路は単線所々で遂道の直径三十メートル位にする，
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地下に潜ったままで山頂に達するので､は，余りに輿がなき過ぎるしそれに

現在山頂まて､六キロ半を引っ張り上げるだけのワイヤーもないので五合Ｒ

の山腹に大穴を明け，ここに乗換所を造る，この五合目を天地境と称し絶

景の地といわれているのでここで途に'１下車きせ観光気分を満喫させようと

の仕組みである，さらに111頂迄運ぶわけだが山麓から１１１頂までの所要時間

が大したスピードも出さずに四-１－分位だという，車は－台八十人乗りの流

線型を使用する予定だが乗車賃は一人往復五円位の凡当でこの総工費はザ

ッと五百萬円足らずとのことであるがケーブルカーの外に五合目にはさっ

ぱりした観光ホテルを建て更に頂上には石室のホテルをつくるそうであ

る｣。

また出願者山崎亀吉のつぎの証言を紹介している。

「富士'11には出来るだけ女や子供も登れる様にして山頂から下界を｣,iLせ

るべきだ，又外人も日本に来ると大体富士山をたずねるが滞在期間の短い

ものは登りたくても登れない状態である，そこで此ケーブル敷設を計画し

たわけだが，これが出来上ると観光客のためばかりでなく現在苦心してい

る山頂の学術研究等にも貢献すると思う，……吉llll-iから登山するものは

毎年十萬人を下らぬということだから算盤は十分採れると思っている，

……地下を潜ってケーブルカーを通すので少しも風致を害することはない

と思う」。

さらに新聞は，「この計画に対して内務省は，富士山は国立公園の指定

地であり風致保存の見地から富士111の横腹に大穴を明けたりケーブルカー

を通させるのは感心せぬといっている」と付け力Ⅱえた。

「1Ll梨日日新聞」は，この新聞報道の翌日の昭和10年９月１２日に，内務

省がこの計画に反対していると報じた。

この計画が公表されるや，計画に賛否がわかれて論争が展開された。

『東京朝日新聞」は，昭和10年９月1911から３回にわたり，辻二郎名の

｢富士'１１のケーブルカー」と題名する賛成論を掲載した(6)。

その論旨は，第１に，上高地などには，施設をどしどし造ることに賛成
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しているのに，富士山にケーブルカーを建設することに反対するのはおか

いし。先進国では，スイスのユングフラウ頂｣２への地下式登山鉄道があ

り，オーストリーのチロルでは111頂へいけるケーブルカーがある。日本だ

け富士山にケーブルカーはいけないというのはおかしい。

富士111頂にケーブルカーを造れないようでは，「我国の技術者や資本家

は腰抜けだと云はれても」仕方がない。

第２に，「富士山は霊峰であるから六根清浄を11昌へ難路に汗して登」ら

なければならないというが，ケーブルカーで一挙に老若男女を富士山の頂

上に運ぶことは，結構ではないか。

第３に，富士'1[の腹に穴を開けて地下ケーブルをつくっては，「風景が

悪くなる」というが，むしろ「国立公園なればこそ，立派な施設をし，美

観を添える事が国家の対･面上にも必要」である。さらに鉄道ができれば，

気象観測の機械運搬や研究が容易になる。

この辻二郎の賛成論は，現状の登山宿泊施設が「不潔」だとか，「立派

な施設」が必要だとかいう個々の主張に同意すべきものもないではない

が，全体としてケーブルカー建設の根拠は，薄弱であった。とくに富士'１１

腹の地質，地下ケーブルカーの自然環境への影響などについて，辻はまっ

たく言及していなかった。

内務省国立公園管理当局は，計画が提出された段階で明らかに反対-の姿

勢を示したが，国立公園協会や国立公園調査会の内部では意見が分かれ

た。

国立公園協会が「これが可否の意見を名士に紹介したところ｣，ケーブ

カー建設に賛成したのは，観光開発に熱心な鉄道省関係者，運輸省観光局

長田誠，元運輸省観光局新井堯爾ジャパン・ツーリスト・ビューロー代

表高久甚之肋，山口昇，田中豊，中川正左，土屋正三などで魁あった。反対一

者は，内務省衛生局長大橋新太郎，画家小杉放庵，日本郵船代表大谷登，

東大教授林学者薗部一郎，登Ⅱ1家冠松次郎などであった(7)。

ケーブルカー建設には根強い賛成論があった。すでにみた保護意識の強
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い昭和４年の山梨県知事鈴木信太郎のケーブルカー容認論もそうしたもの

であった。｝１１村剛もかつて五合Ｆ１まで､の開発に賛成していた(8)。

すでにみた賛成論の代表的な存在である国立公園協会常務理事で地理学

者の東大助教授辻付太郎の意見を取り上げてみよう。彼は，昭和４年９月

に「富士山と其の周囲の風景｣(9)で，富士山のケーブル建設に賛成してつ

ぎのように述べた。

「新しい交通機関の出現は或る意味に於て新しい景色の創造であると云

える｡」「最も殺風景な運搬器械であるケーブルカーも今の社会では余儀な

い存在理由を右するように思われる。試みに一歩を進めて富士山頂に達す

る安全な交通機関が完成したとする。古来殆ど神秘の中に鎖されて居た冬

期の氷雪景が真のE1然愛好者のllkLに触れると云うことを想像するのも不愉

快なことではない｡」と指摘した。

こうした辻村の風景観は，「富士'１１腹の」「海抜千五百米内外の林間に清

楚な旅館が建てられ，之れに達する立派な'二|動車が開かれるような時代を

空想する。富士１１１の尊厳は之れが為に害はれるであろうか，「|分は必ずし

もそうは考えないのみか，反って其の結果として今迄知れて居なかった幾

多の自然美が発見されるであろうと推測する。ただ健全な設備と之れを利

用する人の教養と云うものが絶対的に重要である｡」という開発容認の立

場であった。

こうした主張は，安易な開発肯定論と口然風景の軽視論と談じなければ

ならないが，一定の支持者をえていたことも事実であった。

辻村は，控えめとはいえ，富士111の山頂まで､の自動車道路，あるいはケ

ーブルカーの蚊i没など容認している。こうした立場の学者が協会の常務理

事にいたので､ある。

地元民はどのような立場をとったのであろうか。北麓の福地村の地元民

は，計画が公表されると村会を開催して，ただちに反対を表｢ﾘIした。昭和

10年９月151:|の「111梨日［|新liiiljは，つぎのように報じている。

「富士登山ケーブルカーの敷設計画は，各方面から賛否両論が伝えられ
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ているが，これに最も利害関係のある吉田１１の地元福地付ては，十二ｐ村

協議会の席上，緊急動議として同施設につき協議した結果，先に出願した

……自動車専用道路に対-する態度と111様，挙村反対･を決議，……内務，鉄

道而省へ積極的に反対1凍情をする筈｣。

福地村村民がなぜケーブルカーの建設に反対したかの理由は，すでにみ

たように登山口動車道路建設反対薑の場合と同じように，純粋に自然保護を

意図したものと言うより，登山客が福地村を通過してしまい，村の観光経

済に支障をきたしたということであろう。

国立公園協会内では，この計画にたいして賛否相半ばして意見がわれた

が，鉄道省，内務省がケーブルカー建設に昭和10年９月段階で反対し，許

可を与えなかったために，国立公園協会内の意見の対立は棚上げされた。

また昭和10年10月におこなわれた国立公園委員会特別委員会では，まった

くこの問題は討・議されなかった。

他方，多くの登山家がこの計画に反対･する論陣をはった。すでに明治４３

年に富士111に登'11電車を建設することに反対した登山家で文筆家の小島烏

水は，昭和１０年10月に辻二郎のケーブルカー建設賛成論に憤慨して，日本

山岳会「会報」第50号（昭和10年10月）に「富士'11ケーブルカー反対」を

書いた('０)。

小島のケーブルカー建設反対の理念は，富士'11は，古来日本の「最高の

111条」であり，「天授の国宝，自然の芸術品」であり，「我々は，朝夕富士に

向かって愛慕の念を抱くと共に，富士を汚損せず，天授の不朽なる国宝を

保談することを以て，我々の当然守るべき任務としなければならぬ｡」と

いうことにあり，それ故に「便益第一主義」のケーブルカーには絶対･反対・

しなければならないということである。

小島は，第１に，辻が霊111に体力のない人たちが登れないのは，「神の

御思召とは思えない」「老人でも婦人でも信仰のあるものは，皆参れる様

にする方がよい」と主張するのにたいし，「鉄道架設行為に依って，ｌ｣1体

を穀損してまでも弱体なる老人小児等を運搬することは｣，「利益を数でこ
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なす資本家の御思召には協（かな）うであろうが，「神の御思召とは思え

な｣」とやり返す。

第２に，小島は，先進国で111岳に鉄道やケーブルカーを建設しているか

らといってそれをまねる必要はないと批判する。むしろ日本の富士山は，

三好学の名勝地保護論をひいて，「日本民族の伝統と，精神文化」の面か

ら，そうした開発から守られるべきのもてあると主張する。現にアメリカ

のラッセン火'11国立公園，レイニア国立公園など富士山に類似した火山に

は「未だ登山鉄道を架けるなどという企てを全然聞いたことが無い｡」と

喝破する。

第３に，小島は，辻の言っているように「富士山の上に立っても，六十

余州が－と目に見渡せるわけもなく，三千米突へ鉄道を架けないからと言

って，日本の資本家や技術者を腰抜けと思う人もなかろう」し，また登山

鉄道ができなければ，富士山頂の観測が出来ないとか，学術的な研究がで、

きないということではなかろう，とケーブルカー必要論を￣蹴した。

登山家松方三郎も「他山の石」を日本111岳会「会報」第50号に掲載し，

ケーブルカー建設に反対した('1)。松方は，アルプスで蝋は，古くから登山

鉄道建設の反対-運動があり，多くの山で登11|電車の建設が中止されてき

た，と辻の認識不足を批判した。

昭和12年７月に，夫婦登'11家として有名な黒圧|初子も，富士l｣1のケーブ

ルカー設置に反対してつぎのように論じた('2)。

「富士lL1にもケーブルカーなどできたらいやだなと思っている。／富士

山なんかでも現在でさえ小屋が多いし路も大きすぎるし，学問の為といふ

ので我慢はするけれど頂上の観測所の存在も景色の上からいうとよくな

い。ましてやケーブルカーなど作ったらば国立公園設立当事者の美観的情

操を疑わずに居られまい。……「どうか自然の姿のままを私共や未来の人

の目の前に見せて下さい」之が国立公園設立を祝すると共に心から叫ぶ願

いである｡」

史蹟名勝天然記念物保存協会も，昭和11年３月に無署名で､あるが，「富
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士登山ケーブル問題に就て」という小文を掲載して，ケーブルカー建設反

対の立場を表'ﾘIした('3)。その論旨は，問題の本質を「富士111を我国を代

表する神聖なる霊山であると云ふ伝統的な見方を保持するか，之を単なる

美しい容姿を術へいる－椎の休火ljIであると云う近代的科学的の所謂新し

い見方をするかの相違に帰着する｡」ととらえる。

そして「結吋，小数の登っても居らぬでも同じである老人や，婦女子

や，外国の観光客の為めになったり，否楽に登れるからと云ふので，無情

な無教養な多数の大衆を登１１lせしめんが為に，三千年の尊い伝統を破壊し

てまで，日本第一の霊111に登''１ケーブルを架設せんと企画したる実業家並

に之に賛同して許可せんとする関係官庁人.且つ之に付和雷同せる一部の近

眼者流に対し，此際，更めて国家百千萬年の大計の為めに三思再考せられ

んことを，特に忠告せんとするものである｡」

この批判には，根底に国体思想の臭いを強く感じるが，伝統的な霊山に

は人]2の斧を力Ⅱえてはいけないとする)L解は，広汎な支持を集めたが，こ

こでも，環境悪化や地質学などの見地から反対根拠を示すことがなかっ

た。

こうした世論を沸かせた富士登山ケーブルカーの建設計画は，反対論も

あって，鉄道省，内務省の計画不許可で消滅した。

富士山の国立公園指定を困難に陥れた|崖軍による富士111麓の軍事演習地

の問題についてふれておきたい。富士'11麓の軍蛎演習場化は，すでに明治

時代にさかのぼる。富士東麓の御殿場地方の滝ケ原，板妻，駒門などは，

陸軍の演習地となっていた。広大な裾野は，重砲兵の実弾射撃訓練のかっ

こうな場所として利用されてきた('4)。

富士111のＥｌ立公園指定がEl前にせまった昭和８年２)113日の「111梨日|］

新聞』によれば，陸軍は，北麓の福地村に射・撃場を建設する要求をだし，

内務省は，射・撃場予定地が，国立公園計画事業の富士|｣l麓'且|遊道路にかか

っているので，これに反対し，南麓か八ヶ岳111麓に変更することを要求し

ていたハ
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昭和８年３月４Ｈの１１１紙が伝えているように，勢力を強化していた軍部

は，「既に経済封･鎖を時の問題としている今日，徒らに毛唐の観光をまち，

国際貸借方面の改善を'1標とする国立公園新設の如きは意義をなさざるに

より，この'祭公園新設の目的を変更書きかへるにあらざれば，軍部は内務

省に断じて譲歩せず」との強硬な立場を主張していた。

昭和８年3,1611には荒木陸軍大臣は，国会で「|ＴＩ減習地の撤退は到底

困難」であると答弁した('5)。こうした軍の強硬な態度が提示される一方，

地元では期待をもってこれを迎えられるという事態も生まれた。

福地村の助役田辺大尉は，「下志津砲兵学校その他を歴訪した結果，予

算並びに地形の関係上……候補地中最も適地なると陸軍当局も認めてい

る」とし，帰村し「直ちに関係方面と協力して極力之が実現方を具陳する

模様」と昭和８年５)１１４日の「山梨日日新聞」は報じた。

こうした事態にたいしてljI梨県側で鴫は，昭和８年９)］６１１に，山梨県選

出の福田代議士，小',[ijrlll県会議長，その他地元有力者が内務省を訪れ，潮

内務次官，大島衛生局らと懇談し，「演習地と公園区域とは必ずしも両立

せぬものでもあるまいから，内務，陸軍の円満なる解決」を要望した。そ

の際，担当の田村剛は，この妥協案を支持し，「今後の折衝により解決」

していくと語った('6>・

内務省は，こうして演習場反対から妥協して，国立公園の指定を陸軍に

認めきせ，ilIij者の「両立論」に転換し，国立公園の指定を急いだ。

昭和10年11月23mの「l]|梨｢1[]新聞」によれば，」上麓富士山国立公園予

定地は，ほぼ4000111丁歩が指定から解除されて，陸軍により買収されること

になった。1200刀坪の係in[YM360刀l-I]が地元に落ちた。こうして北富士と

東富士の２地域が連結して広大な陸軍演習場が設置されることになった。

しかしこの陸軍演習地は，昭和10年９月１２日の「山梨１１Ⅲ新聞」によれ

ば，東京の民間業者から提出されていた111に|］湖畔一精進登IIlロー御庭・奥

庭一小御嶽を巡る富士１１１腹道路計画を「陸軍演習揚地横断の関係で不許

可］とする皮肉なハプニングを生んだ。
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この陸軍演習場問題は，国立公園委員会においてつぎのように扱われて

いた。昭和10年12月20日の国立公園委員会の第２回特別委員会は，富士山

の軍事演習場と国立公園との関係で，最終的な方針を確認した('7)。

’1|村111Ｉは，特別委員会でつぎのように報告した。すなわち，御殿場（東

富士演習場）の方は，国立公園区域から除外する。山中須走方面（北富士

演習場）は，「国立公園ト両立スルヨウニ」取り纏めた。具体的には，北

富士の演習場については，－部国立公園区域にかかるところは，軍が登山

期には演習を控え，当初の演習場予定地で､あった－部の地域は，国立公園

地区に組み入れるなどの交渉をおこなった。

岡川委員は「陸軍ハ最初ハ非常二強硬ダッタガ最近非常二理解シテクレ

マス」と補足発言した。こうして特別委員会としては，演習場の問題は，

｢両立」論でクリアして，最終的に富士１１１を|玉|立公園に指定し公園区域を

確認した。

しかし昭和11年１月20日にも，陸軍は，200万町歩におよぶ演習地を確

保するために，国立公園指定区の4000町歩だけでなく，名勝地に仮指定さ

れていた区域６万町歩を解除することを県に同意させた('8>･前々稿の第

１図を参照。広大な富士山の裾野が国立公園地域から除外されているのが

わかる。

こうして，一時陸軍の圧力で，富士111の国立公園指定が危ぶまれたが，

内務省，文部省，山梨県，その他の力で，軍事演習場を－部内包しつつ富

士山国立公|刺は指定された。富士lllの1]然保談の観点からみれば，不満は

残るが国立公園指定の意義は大きいものがあった。

富士箱根国立公園が指定されて以後にも，富士山における軍事演習場の

問題は残った。日本の軍事体制が進展していく中て､，昭和14年に，戦車部

隊の演習場として盛ん利用された。西麓で1土，空軍のグライダー演習場が

造られたが，戦時体制下で､それらには抗し難いことであった('9)。

富士山の保護運動について，最後に注lｌしておきたいのは，文部省ある

いは史蹟名勝天然記念物保存協会による富士'１１全体の天然記念物指定運動
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である。昭和３年末に内務省から文部省の管jlii1f下に入った史蹟名勝天然記

念物保存協会は，｜玉1立公園指定をうけて進展する観光開発を背景にして，

富士山全体を天然記念物に指定して富士山のr1然，風景を保護する運動を

おこなった。

昭和７年10)]27ｐの「''１梨l1Il新聞」は，文部省が富士111を名勝地とし

て指定しようとしていることをつぎのように報じた。

「富士国立公|刺の本指定は，本年｢'１には大丈夫となって来た，これに伴

ふて文部省に於ても富士を名勝地として指定することも併行して進んで来

た，国立公園法によって施設をする場合，既に文部省が指定した名勝地，

天然記念物等があり，県としては'１１林課の祷上事業区施業案が横たわって

居り，これに尚名勝地の衣を着せることはややこしいことであるが，これ

は文部省の名勝地，内務の国立公|刺各委員の勢力争いとして展開されて来

たものと見る向きが多い｣。

ややわか')にくい文章であるが，文部省は，富士Illの国立公閲化による

法的規制のほかに，史蹴名勝天然記念物保謹法により，富｣身山を名勝地と

して天然記念物に指定しようとしている，これはどうも文部省と内務省の

勢力争いではなかい，と言いたいのである。

同様の新ｌｉＩｌ記事が昭和８年６)」６日にもみられた。いわく，「富士国立

公園地域は本指定告示と共に完全に内務省主符の公園法によって支配され

ることになったが，文部省にとっては自分の勢力区を奪われるものだか

ら，富士をそっくり史蹟名勝天然記念物に，－ト足お先に編入せんとし県

にすすめているが，うっかり乗って内務省から11児まれることもどうかと臆

ｈｌ１＃逵巡している｣。

ここでの趣旨は明解である。文部省が，’二１分の縄張りを確保するために

県当局に富士111全体の天然記念物指定を勧説しているが，県当局は内務省

に睨まれるとI水|ると逵巡していると指摘しているので､ある。

内務省衛生局国立公ljfl派と史111t名勝天然記念物保存協会の対鬘立は，大正

期にさかのぼるが，いずれにしろ，今日的な観点から観れば，この時期に
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富士山を天然記念物に指定して富士111全体を保護することは，戦後の観光

開発にも大きな規制を被せることになり，富士山のIfl然を丸ごと保護する

ものとして大いに意義があったと指摘できる。

昭和11年８月に，史蹟名勝天然記念物保存協会の雑誌の「雑録」は，無

署名の「富士|｣lの指定」という小文を掲載した(20)。

明らかに史蹟名勝天然記念物保存協会は，前年の富--[盲山にケーブルカー

建設計画を意識し，幸い計画が不許１１Jになったが，「再１１}願」のおそれが

あるから，「文部省としては連かに諸般の手続を完了して本秋の委員会に

かけて之（富士山を－引用者）を史蹟名勝並に天然記念物として指定を断

行するということが昭和の禍根を断ち，且つ本来のⅢ的を達成する為め

に，最も賢明な方法であると思う。此の意１床に於て此'祭断乎指定決行され

ることを勧告した｡」と主張した。

しかし，文部省や史蹟名勝天然記念物保存協会の努力にもかかわらず，

ついに戦前には富士１１１の天然記念物指定は，残念ながら実現しなかった。

その最大の理由は，陸軍が，富士山麓の一部を軍事演習場化しまたそれを

拡大しようとしていたからであった。陸軍による富士山麓の使用は，富士

'11の国立公園指定さえ困難に陥れたほどであり，富士山全体の天然記念物

指定など許容できるものではなかった。

ちなみに昭和27年に富士111の全体的な地域が天然記念物に指定されたこ

とを想起すれば，文部省，史蹟名勝天然記念物保存協会の意図は歴史的な

業績として評価されてよい。

まとめ

富士山の国立公園設立史は，｜｣本の国立公１判制定史の一つの典型であ

り，そこにはさまざまな日本の国立公園の内包する諸問題を含んでいた。

すでに度々指摘してきたように，１１本の国立公園は，おもに官僚と〈に内

務省の国立公園担当官僚によって主導されてきた。それゆえに内務省は，

常に他官庁，観光に熱心な鉄道省，電源開発に熱心な逓信省，林業開発に
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熱心なも農林省などと妥協しながら，、然保護に取り組み，決してＥｌ然保

護に有利な政策を実施してきたといえない。

しかしその弱点をただ'１r僚たちの怠慢と批判することは明らかに誤りで

ある。富｣身lIlの国立公園設立過概における|人I務省官僚，ロ1村lMlUの指導的役

割，とくに富士１１１の開発計iliIiに、然保護政策をしっかりと定着させた努力

は高く評価されてしかるべきである。

田村らと地元の官僚たちの自然係談への努力は，地元および開発志1ｲﾘの

企業家，開発から落ちる資金に期待する地元村民のエゴイズムと抗して戦

うには，あまりにも弱かった。地元民の開発反対･運動は，一部でおこなわ

れたが，｜和田ilU1のように全村的でもなければ，全県的広が}）もなかっ

た(21)。

かくして富士|｣|の国立公園設立は，観光開発の主導面が強く押し}Ｉ)され

て，しばしば当時としてもやや過剰開発の傾向を，企業による強ﾘ|な開発

の傾lfUをもっていたことを認めなけならない。

にもかかわらず，私は，戦前の国立公園Ilill定運動が，全体として富-上'１１

の自然，風景，環境の保護をおこなったと評価したい。富士山麓の鉄道

は，lll麓周辺までに限られた。「|動車道路網も，馬返まで､造られたが，な

お裾野の水準に止まっていた。樹'二山麓の別荘地化も，当初計画からはみ

出して，地域を拡大したが，それでも一定の地域を定めての開発であり，

むしろ虫食いl{l勺なiIL開発を抑制した側ifliを評価できる。とくに私は，自然

破壊をともなう富士山頂へのアクセス開発が何とか抑制され，しばしば提

起された|l｢頂への奈山鉄道，ケーブルカーの設置は1''1避されたことを高く

評価したい。

ここでも指摘しなければならないのは，戦前の富士山国立公園設立運動

が築いた1,|然保謎政策が，戦後の開発主義の過程で，大llill1に崩されていっ

たことである。その弱点を指摘せずに，戦前の国立公園の不十分さを強調

するのは，あまりにも－iiii的すぎるように,Ｗつれる。
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《注》

（１）「１１１梨１１日新１１１１」昭和８㎡'三９月７日。

（２）ＩＴＩ上，昭和８年４月３［Ｉ。

（３）｜Ｔｌ上，昭和８年８月７１]。

（４）｜可上，昭和10年９)]1211゜

（５）「富士吉田市史」資料篇，867頁。

（６）なおこの辻二郎という人物であるが，小文には肩書きがない。書き手

は，小文の文脈からすれば，ヨーッロッパや書物にも精通しる知識人であ

り，学者風である。管見するかぎり辻二郎の名は，当時の登111家や学者に

はなく，おそらくペンネームであったであろう。では誰のペンネームなの

か。

すでに指摘したように，昭和４年に富士１１１のケーブルカー建設に賛成し

ていた辻村太郎東大助教授がいた。私は，辻二郎は，辻村太郎の変名では

ないか，と推測する。

（７）１jii褐「|]本の阿立公園｣，４７頁。

（８）前稿の38頁参照。

（９）辻村太郎「嵩｣亘山と其の周M1の風景｣，「国立公ljIil」第１巻第７号，昭和

4年９凡11貝｡

(10）小島烏水「富士111ケーブルカー反対｣，日本山岳会『会報」第50号（昭

和10年10月)。「小島烏水全集第』第11巻，所収。

(11）松方三郎「他111の石」前掲|｣本山岳会「会報」第50号。「アルプス記｣，

昭和12年，所収。

(12）黒田初子「国立公園に望む－こと｣，「国立公園」第12巻第７月，昭和１２

年７月，１３頁。

(13）｜史蹟名勝天然記念物」箙８巻第３号，７２－３頁。

(14）前掲「御殿場市史』通史編下，第18章参照。

(15）『'11梨111-1新11Ⅱ」昭和８年３)]１７m。

(16）同上，昭和８年９月７１１。

(17）iji褐国立公M(l委貝会「特別委員会識1丁録」参照。

(18）「山梨日日新聞」昭和11年１月20日。

(19）前掲「富士'11麓史』123頁以下参照。

(20）『史蹟名勝天然紀念物」雛11巻第８号，７７－９頁。
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TheEstablishmentofMt・FujiNationalPark

ＮｉｓａｂｕｒｏＭＵＲＡＫＵＳＨＩ 

《Abstract》

ＭｔＦｕｊｉｈａｄｂｅｅｎｔｈｏｕｇｈｔｔｏｂｅｏｎｅｏｆｔhecandidatesforthe 

NationalParkssincetheendoftheMeijiErELInTaisho5thor6ththe 

developmentplanｓｏｆｔｈｅＭＬＦｕｊｉａｒｅａｗｅｒｅｐｒｏｐｏｓｅｄ，havingthe 

natureconservationasthemajorimportance,Ｔｈｉｓｗａｓｎｏｔａｃｏｍｍｏｎ 

ｓｃｅｎｅａｍｏｎｇｓｔｏthercandidatesanditwastemporarilysuspended 

HoweVer,inTaisholOththeselectioncampaignfortheNationalParks 

hadbegan,andfouryearslaterthedevelopmenｔｐｌａｎｓｏｆＭｔＦｕｊｉａｓａ 

ＮａｔｉｏｎａｌＰａｒｋｆol-tourismwereproposedonceagaln． 

InTaishol5th，ｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｔｈｅｎｏｒｔｈｐａｒｔｏｆMtFujifor 

tourism,particularlytheconstructionofarailwaylinebetweenotuki 

andkamiyosidacommencedandtheworkofrailwayconstructionhad 

finallycompletedinShｏｗａ４ｔｈ,Newroadsformotorcarwerecreated， 

TheFujiMountainpathswererepairedandimprovedthattheyhad 

openedtheirdoorstothemodernizationofclimbingandthedevelop-

mentoftourismfol-thearea 

Thedevelopmentfortourismhadstartedunderadifficultcircum-

stancewheretheNati〔)l1alParkPlanningSectio1］oftheCentral

Govermnent，TlTeJElpanSocietyforLandscapesandHistoricand 

NaturalMonuments,scholars,thecitizensandthe］()calresidentswho 

allsupporttheprotectionofnatureandconservationofnaturalbeauty 

ofMLFujiopposedstronglytosuchaplan， 

AlongwithHakone,MtFujihadeventuallywontheNationalPark 

statusinShowallthafteralongbattlebetweenthetourismdevelop-

mentandthenatureconservationUntilthentheassumptionwasthat 
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thoseplacesweremadeNationalParkspurelyfortourismbutthismay 

explainthatitmayhavebeenincorrectlyinterpreted 


